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別紙様式１－２－１－１ 上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻

基準１－２　教育活動等を展開する上で必要な教員等が適切に配置されているとともに、必要な運営体制が適切に整備されていること
分析項目１－２－１　大学院設置基準等各設置基準及び告示に照らして、必要な人数の専任教員並びに兼担及び兼任教員を配置していること

【分析の手順】

基準３－７　専任教員の授業負担等が適切であること
分析項目３－７－１　法科大学院の専任教員の授業負担が適正な範囲内にとどめられていること

【分析の手順】

教員の配置状況（別紙様式１－２－１－１）

教員一覧

授業科目名 クラス数 単位数 集・オ・共 授業科目名 課程 クラス数 単位数 集・オ・共 大学等名 授業科目名 クラス数 単位数 集・オ・共 大学等名

刑事訴訟法A 1 2 刑事訴訟法 学士 1 4 法学部 刑事訴訟法Ⅱ 1 1 筑波大学

刑事訴訟法B 1 1
必修演習A（刑事
訴訟法）

学士 1 2 法学部 生活と法 1 2 学習院大学

必修演習B（刑事
訴訟法）

学士 1 2 法学部 刑事訴訟法演習 1 2 慶應義塾大学

刑事訴訟法研究 I
博士前
期

1 2 法学研究科法律学専攻

前期研究演習 I
博士前
期

1 2 法学研究科法律学専攻

研究指導（春学
期）

博士前
期

1 0 法学研究科法律学専攻

前期研究演習 II
博士前
期

1 2 法学研究科法律学専攻

刑事訴訟法研究
II

博士前
期

1 2 法学研究科法律学専攻

研究指導（秋学
期）

博士前
期

1 0 法学研究科法律学専攻

環境訴訟 1 2 法解釈演習 学士 1 0.4 オ 法学部 環境法Ⅰ 1 2 同志社大学法科大学院

環境法と実務 1 1
環境法特殊講義
（環境訴訟の展
開）

学士 1 0.2 オ 法学部 環境法Ⅱ 1 2 集 同志社大学法科大学院

公法（総合） 1 0.9 オ 環境訴訟法 I 学士 1 2 法学部

環境法入門 学士 1 0.4 オ 法学部

前期研究演習 III
博士前
期

1 2 法学研究科法律学専攻

環境法研究 VI
博士前
期

1 2 法学研究科法律学専攻

研究指導（春学
期）

博士前
期

1 0 法学研究科法律学専攻

前期論文演習
博士前
期

1 2 法学研究科法律学専攻

研究指導（秋学
期）

博士前
期

1 0 法学研究科法律学専攻

民法B 1 2
民法総則 I（自然
人、物、法律行
為）

学士 1 2 法学部

民法C 1 2
必修演習A（民
法）

学士 1 2 法学部

法学実務基礎A 1 0.1 オ
必修演習B（民
法）

学士 1 2 法学部

法学実務基礎B 1 0.2 オ 担保物権法 学士 1 2 法学部

自主研究・論文作成 1 2 民法研究Ⅵ
博士前
期

1 2 法学研究科法律学専攻

民事訴訟法基礎 1 4 倒産処理法 学士 1 2 法学部 事業再生法務 1 0.7 オ 青山学院大学大学院法学研究科

民事法（総合） 1 0.5 オ 法学入門 学士 1 1 法学部
倒産処理法 1 4 民事訴訟法 II 学士 1 2 法学部
ビジネス法基礎 1 0.2 オ 1 2 法学研究科法律学専攻
商法基礎 1 4 手形・小切手法 学士 1 2 法学部 商法演習 1 0.5 共 東亜大学通信制大学院総合学術研究科法学専攻

自主研究・論文作成 1 2
必修演習A（法曹
コース）

学士 1 0.1 法学部

法学実務基礎A 1 0.1 オ
必修演習 III（商
法）

学士 1 3 オ 法学部

民事法（総合） 1 0.6 オ
必修演習B（法曹
コース）

学士 1 0.2 オ 法学部

必修演習 IV（商
法）

学士 1 3 法学部

商法研究 IV
博士前
期

1 2 法学研究科法律学専攻

商法研究 III
博士前
期

1 2 法学研究科法律学専攻

民法基礎Ⅱ 1 3
民法総則 I（自然
人、物、法律行
為）

学士 1 2 法学部 消費者法 1 4 駒澤大学

民法基礎Ⅳ 1 1
必修演習A（民
法）

学士 1 2 法学部

民事法（総合） 1 0.6 オ
必修演習B（民
法）

学士 1 2 法学部

民法基礎演習 1 1 医療と法 学士 1 0.1 オ 法学部

民法演習 1 1 前期研究演習 I
博士前
期

1 2 法学研究科法律学専攻

研究指導（春学
期）

博士前
期

1 0 法学研究科法律学専攻

前期研究演習 II
博士前
期

1 2 法学研究科法律学専攻

民法研究 VI
博士前
期

1 2 法学研究科法律学専攻

教授法科大学院

教授法科大学院

教授法科大学院

教授法科大学院

永下　泰之 民法

商法

法科大学院 教授

教授法科大学院

・大学院設置基準等各設置基準及び告示に照らして基準数以上の専任教員、並びに兼担及び兼任教員を配置していることを確認する。
・教員の年齢の構成が、著しく偏っていないことを確認する。

・他専攻、他研究科及び学部等（他大学の非常勤を含む。）を通じた各専任教員の授業負担について、学内における役職等への着任状況その他の当該法科大学院において必要とされる負担も踏まえて、適正な範囲（年間20単位以下であることが望ましく、年間30単位を超える場合には、適切な範囲内にあるとはいえない）に
とどめられていることを確認する。

刑事訴訟法

越智  敏裕

分類 所属 職名 性別 教 員 名 年齢 専門分野

実務経験年数 担当授業科目

備考
実務家教員の

職種 年数
自大学法科大学院担当授業科目 自大学他専攻等担当授業科目 他大学等担当授業科目 年間総

単位数

田頭  章一

民法

環境法
行政法

民事訴訟法

岩下　雅充

小山　泰史　　　

土田　亮

24

16.9

16.3

16.4

19.5

22.7

研・専

研・専

研・専

研・専

研・専

研・専



別紙様式１－２－１－１ 上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻

研究指導（秋学
期）

博士前
期

1 0 法学研究科法律学専攻

憲法基礎 1 4
憲法（基本的人
権）*

学士 1 4 法学部

法学実務基礎B 1 0.2 オ
基礎演習A（憲
法）

学士 1 2 法学部

自主研究・論文作成 1 2 憲法 学士 1 2 法学部

ジェンダーと法 学士 1 0.1 オ 法学部

憲法研究 III
博士前
期

1 2 法学研究科法律学専攻

憲法研究 IV
博士前
期

1 2 法学研究科法律学専攻

刑法 1 2 法解釈基礎 学士 1 2 法学部
刑事法（総合） 1 1 医療と法 学士 1 0.6 オ 法学部

刑法演習 1 1 刑法研究 I
博士前
期

1 2 法学研究科法律学専攻

法学実務基礎B 1 0.2 オ 刑法研究 II
博士前
期

1 2 法学研究科法律学専攻

自主研究・論文作成 1 2

商法A 1 2
法律学特殊講義
IV（金融商品取引
法）

学士 1 2 法学部 商法演習 1 2 金沢大学

商法B 1 1 応用演習 学士 1 0.1 法学部
商法演習 1 1 商取引法 学士 1 2 法学部

ビジネス法務演習 1 0.4 オ
基礎演習B（商
法）

学士 1 2 法学部

金融法 1 0.4 オ 商法研究Ⅶ
博士前
期

1 2 法学研究科法律学専攻

刑事訴訟法基礎Ⅰ 1 2 法解釈演習 学士 1 0.4 オ 法学部

刑事訴訟法基礎Ⅱ 1 2
現代社会と法律実
務

学士 1 0.1 オ 法学部

刑事法（総合） 1 1
法曹倫理 1 0.5 オ
訴訟実務基礎（刑事） 1 0.9 オ
訴訟実務基礎（刑事） 1 0.9 オ
刑事実務 1 0.5 オ
模擬裁判（刑事） 1 2 共
法曹倫理 1 1.2 オ 法解釈演習 学士 1 0.5 オ 法学部

訴訟実務基礎（刑事） 1 0.6 オ
現代社会と法律実
務

学士 1 0.1 オ 法学部

訴訟実務基礎（刑事） 1 0.6 オ 応用演習 学士 1 0.1 オ 法学部
模擬裁判（民事） 1 2 共
模擬裁判（刑事） 1 2 共
ビジネス法基礎 1 0.1 オ
リーガルクリニック 1 2 共
民事法（総合） 1 0.6 オ 法解釈演習 学士 1 0.4 オ 法学部

ビジネス法基礎 1 0.1 オ
現代社会と法律実
務

学士 1 0.1 オ 法学部

ビジネス法務演習 1 1 オ
ネゴシエイション・ロイヤリング 1 2 共、集
国際仲裁・ADR 1 2 共、集

エクスターンシップⅠ
（法曹）（公務）（企業等）

1 0.2 集

エクスターンシップⅡ
（法曹）（公務）（企業等）

1 0.2 集

法学実務演習Ⅰ　A 1 1 法解釈演習 学士 1 0.4 オ 法学部

法学実務演習Ⅱ　A 1 1
現代社会と法律実
務

学士 1 0.1 オ 法学部

論文演習Ⅰ 1 1 集
必修演習A（法曹
コース）

学士 1 0.5 オ 法学部

論文演習Ⅱ 1 1 集
必修演習B（法曹
コース）

学士 1 0.5 オ 法学部

エクスターンシップⅠ
（法曹）（公務）（企業等）

1 0.2 集

エクスターンシップⅡ
（法曹）（公務）（企業等）

1 0.2 集

刑事訴訟法演習 1 1 法解釈演習 学士 1 0.2 オ 法学部 法曹倫理 1 0.4 オ 千葉大学法科大学院（全15回中3回）

法曹倫理 1 0.5 オ
現代社会と法律実
務

学士 1 0.1 オ 法学部 刑事法総合演習 1 1.4 オ 千葉大学法科大学院（全15回中の11回）

訴訟実務基礎（刑事） 1 0.9 オ 刑事模擬裁判 1 2 集・共 千葉大学法科大学院
訴訟実務基礎（刑事） 1 0.9
刑事実務 1 0.5 オ 刑事実務基礎 1 0.9 オ 千葉大学法科大学院（全15回中の7回）
模擬裁判（刑事） 1 2 共 入門基礎法学 1 0.1 オ 千葉大学（ゲストスピーカー、1回のみ）

環境法政策 1 2 環境法入門 学士 1 0.1 オ 法学部 環境法Ⅰ 1 2 東北大学法科大学院

廃棄物・リサイクル法 1 2 環境法各論 学士 1 2 法学部

エクスターンシップⅠ
（法曹）（公務）（企業等）

1 0.2 集
必修演習A（環境
法）

学士 1 2 法学部

エクスターンシップⅡ
（法曹）（公務）（企業等）

1 0.2 集
必修演習B（環境
法）

学士 1 2 法学部

前期研究演習 I
博士前
期

1 2 法学研究科法律学専攻

環境法研究 II
博士前
期

1 2 法学研究科法律学専攻

研究指導（春学
期）

博士前
期

1 0 法学研究科法律学専攻

修士論文 / リ
サーチペーパー

博士前
期

1 0 法学研究科法律学専攻

法科大学院 准教授

教授法科大学院

教授
法学研
究科委
員長

学士課程（B）

教授法科大学院

教授法科大学院

教授法科大学院

憲法法科大学院
教授

法科大
学院長

准教授法科大学院

法科大学院 准教授

刑事法

刑事法

刑事法

環境法北村　喜宣

田澤　奈津子

佐藤　結美 刑法

対木　和夫 商法

宍戸　博幸 民事訴訟法

巻　美矢紀

商法

岩崎　政孝

朝山　芳史

早川　咲耶

18.3

12.8

12.9

裁判官 39 10.3

弁護士 30.1 9.2

弁護士 21.7 6.6

弁護士 7.4 5.9

検察官 27.1 10.9

18.5

研・専

研・専

研・専

実・専

実・専

実・専

実・専

実・み

専・他



別紙様式１－２－１－１ 上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻

前期研究演習 II
博士前
期

1 2 法学研究科法律学専攻

研究指導（秋学
期）

博士前
期

1 0 法学研究科法律学専攻

修士論文 / リ
サーチペーパー

博士前
期

1 0 法学研究科法律学専攻

自然保護法 1 2 比較環境法 学士 1 2 法学部 ビジネス行政法 1 2 青山学院大学大学院

前期研究演習 III
博士前
期

1 2 法学研究科法律学専攻 環境法 1 0.6 オ 東京大学法科大学院

研究指導（春学
期）

博士前
期

1 0 法学研究科法律学専攻

環境法研究 III
博士前
期

1 2 法学研究科法律学専攻

前期論文演習
博士前
期

1 2 法学研究科法律学専攻

研究指導（秋学
期）

博士前
期

1 0 法学研究科法律学専攻

公法（総合） 1 0.9 オ
廃棄物・リサイク
ル法

学士 1 2 法学部

環境法基礎 1 2 環境法入門 学士 1 0.4 オ 法学部
企業環境法 1 2 アメリカ環境法 学士 1 2 法学部

必修演習A（企業
環境法）

学士 1 2 法学部

必修演習B（企業
環境法）

学士 1 2 法学部

環境法研究Ⅷ
博士課
程

1 2 法学研究科法律学専攻

導入演習【法律２
クラスＡ】

学士 1 1 法学部

導入演習【法律２
クラスＢ】

学士 1 1 法学部

刑法各論* 学士 1 4 法学部

必修演習A（刑
法）

学士 1 2 法学部

必修演習B（刑
法）

学士 1 2 法学部

必修演習B（刑
法）

学士 1 2 法学部

基礎演習A（刑
法）

学士 1 2 法学部

刑法研究 V
博士課
程

1 2 法学研究科法律学専攻

刑法研究 VI
博士課
程

1 2 法学研究科法律学専攻

労働法Ⅰ 1 2 労働法 I * 学士 1 2 法学部 労働法 1 4 信州大学
労働法Ⅱ 1 2 労働法 II * 学士 1 2 法学部 労働法２ 1 2 武蔵野大学

労働法基礎 1 0.5 オ
必修演習A（労働
法）

学士 1 2 法学部

労働法演習 1 1
必修演習B（労働
法）

学士 1 2 法学部

経済法・社会法の
現代的課題

学士 1 0.8 オ 法学部

法律学 学士 1 2 法学部

労働法研究 I
博士課
程

1 2 法学研究科法律学専攻

労働法研究 II
博士課
程

1 2 法学研究科法律学専攻

民事訴訟法A 1 2 民事訴訟法研究Ⅰ
博士課
程

1 2 法学研究科法律学専攻

民事訴訟理論と実務 1 2
自主研究・論文作成 1 2
模擬裁判（民事） 1 2 共
リーガルクリニック 1 2 共

国際仲裁・ADR 1 2 共、集
NEGOTIATION
WORKSHOP

学士 1 2 法学部

ネゴシエイション・ロイヤリング 1 2 共、集 国際取引法総論 学士 1 2 法学部

金融法 1 0.5 オ
現代社会と法律実
務

学士 1 0.2 オ 法学部

ビジネス法基礎 1 0.1 オ 国際取引法各論 学士 1 2 法学部

スポーツエンタテイメント法 1 0.2 オ
必修演習A（国際
取引法）

学士 1 2 法学部

Law and Practice of International Business Transactions1 0.9 オ
必修演習B（国際
取引法）

学士 1 2 法学部

SDGｓの課題と可能性：
企業と投資家の視点か
ら

学士 1 0 オ 法学部

コーディ
ネーターと
して取りま
とめをして
いる

交渉学入門 学士 1 2 法学部

国際取引法研究 I
博士課
程

1 2 法学研究科法律学専攻

国際取引法研究
II

博士課
程

1 2 法学研究科法律学専攻

民事訴訟法B 1 1
民事訴訟法演習 1 1

兼担 学士課程（B） 教授 伊藤　栄寿 民法 民法A 1 2 2
兼担 学士課程（B） 教授 伊藤　雄司 民事法 企業取引法 1 2 2
兼担 学士課程（B） 教授 伊藤　渉 刑法 刑法基礎 1 4 4

憲法 1 2
公法（総合） 1 0.9 オ
憲法演習 1 1
国際法基礎 1 2
国際人権法 1 1

兼担 学士課程（B） 教授 大橋　真由美 行政法 行政法基礎 1 2 2
兼担 学士課程（B） 教授 奥田　純一郎 法哲学 法哲学 1 2 2

教授学士課程（B）

教授学士課程（B）

教授学士課程（B）

教授学士課程（B）

教授学士課程（B）

教授
副学長

学士課程（B）

学士課程（B） 教授

教授学士課程（B）

教授学士課程（B）

原     強

憲法

国際法

桑原　勇進 環境法

環境法、行政法

刑法

労働法

国際取引法

民事訴訟法

民事訴訟法

安西　明子

上田　健介

江藤　淳一

筑紫　圭一

照沼　亮介

富永　晃一

森下  哲朗

12.6

15.3

18

26.3

12

21.9

2

3.9

3

専・他

専・他

専・他

専・他

専・他

専・他

兼担

兼担

兼担



別紙様式１－２－１－１ 上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻

兼担 学士課程（B） 教授 川瀬　剛志 国際経済法 国際経済法 1 2 2
経済法Ⅰ 1 2
経済法Ⅱ 1 2
ビジネス法基礎 1 0.2 オ

知的財産権法Ⅰ 1 2

知的財産権法Ⅱ 1 2
ビジネス法基礎 1 0.4 オ
国際私法基礎 1 1
国際私法 1 2
国際家族法 1 1
労働法基礎 1 0.4 オ
ビジネス法基礎 1 0.2 オ

兼担 学士課程（B） 教授 羽生　香織 民法 民法基礎Ⅲ 1 2 2
兼担 学士課程（B） 教授 堀口　健夫 国際法 国際環境法 1 2 2
兼担 学士課程（B） 教授 松本　尚子 法制史 西洋法制史 1 2 2
兼担 学士課程（B） 准教授 溝渕　将章 民法 民法基礎Ⅰ 1 4 4

兼担 学士課程（B） 准教授 東　史彦 比較法 比較法（EU法） 0 0 0
隔年開講の
不開講年度

兼担 博士前期課程（M） 教授 織　朱實 地球環境学 環境リスクマネジメント 1 2 2
兼任 講師 徳本　広孝 行政法 行政法 1 2 2
兼任 講師 新沼　径 弁護士実務 法学実務基礎A 1 0.5 オ、集 0.5

法学実務基礎A 1 0.5 オ、集
法学実務基礎B 1 0.4 オ
リーガルクリニック 1 2 共
法学実務基礎A 1 0.5 オ、集
法学実務演習Ⅰ　B 1 0.6 オ
法学実務演習Ⅱ　B　 1 0.6 オ
法学実務基礎A 1 0.5 オ、集
法学実務基礎B 1 0.1 オ

兼任 講師 浦西　洋行 弁護士実務 法学実務基礎B 1 0.1 オ 0.1
兼任 講師 金谷　良 弁護士実務 法学実務基礎B 1 0.1 オ 0.1
兼任 講師 松井　智 弁護士実務 法学実務基礎B 1 0.1 オ 0.1
兼任 講師 小寺　悠介 弁護士実務 法学実務基礎B 1 0.1 オ 0.1

法学実務演習Ⅰ　B 1 0.6 オ
法学実務演習Ⅱ　B 1 0.6 オ
法学実務演習Ⅰ　B 1 0.6 オ
法学実務演習Ⅱ　B 1 0.6 オ
訴訟実務基礎（民事） 1 2
模擬裁判（民事） 1 2 共

兼任 講師 谷川　行雄 弁護士実務 リーガルクリニック 1 2 共 2
兼任 講師 伊藤　彩 弁護士実務 リーガルクリニック 1 2 共 2

エクスターンシップⅠ
（法曹）（公務）（企業等）

1 0.2 集、共

エクスターンシップⅡ
（法曹）（公務）（企業等）

1 0.2 集、共

エクスターンシップⅠ
（法曹）（公務）（企業等）

1 0.2 集、共

エクスターンシップⅡ
（法曹）（公務）（企業等）

1 0.2 集、共

兼任 講師 寺澤　春香 弁護士実務 法律文書作成の基礎 1 0.5 オ 0.5
兼任 講師 蔭山　枝里奈 弁護士実務 法律文書作成の基礎 1 0.5 オ 0.5
兼任 講師 遠藤　元一 弁護士実務 会社法と実務 1 2 2

租税法Ⅰ 1 2
租税法Ⅱ 1 2
ビジネス法基礎 1 0.2 オ

兼任 講師 前田　博 弁護士実務 ビジネス法務演習 1 0.4 オ 0.4
兼任 講師 森　大樹 弁護士実務 国際仲裁・ADR 1 2 共 2
兼任 講師 森口　聡 弁護士実務 国際仲裁・ADR 1 2 共 2
兼任 講師 坂本　力也 民事法・国際法 英米法 1 2 2
兼任 講師 太田　勝造 法社会学 法社会学 1 2 2
兼任 講師 加賀見　一彰 経済学 法と経済学 1 2 2
兼任 講師 津田　隆好 実務家（行政官） 環境刑法 1 1 1
兼任 講師 日置　雅晴 弁護士実務 まちづくり法と実務 1 2 2
兼任 講師 萩澤　達彦 民事訴訟法 民事執行・保全法 1 2 2

兼任 講師 松田　俊治 弁護士実務 スポーツエンタテイメント法 1 0.1 オ 0.1

兼任 講師 松井　真一 弁護士実務 スポーツエンタテイメント法 1 0.1 オ 0.1

兼任 講師 藤原　総一郎 弁護士実務 スポーツエンタテイメント法 1 0.1 オ 0.1

兼任 講師 服部　薫 弁護士実務 スポーツエンタテイメント法 1 0.1 オ 0.1

兼任 講師 宍戸　一樹 弁護士実務 スポーツエンタテイメント法 1 0.1 オ 0.1

兼任 講師 井上　聡 弁護士実務 金融法 1 0.5 オ 0.5
兼任 講師 藤田　元康 弁護士実務 金融法 1 0.4 オ 0.4

兼任 講師 GILMORE David 弁護士実務
Law and Practice of
International Business
Transactions

1 0.2 オ 0.2

兼任 講師 細川  兼嗣 弁護士実務
Law and Practice of
International Business
Transactions

1 0.2 オ 0.2

兼任 講師 VICKI L Beyer 国際法
Law and Practice of
International Business
Transactions

1 0.4 オ 0.4

兼任 講師 金山　泰介 政治法学
特殊講義（警察活動と法実
務）

1 1 1

兼任 講師 小川　和茂 国際私法 国際取引法 1 2 2

　
教員分類別内訳

講師

講師

講師

講師

講師

講師

講師

講師

講師

教授学士課程（B）

教授学士課程（B）

教授学士課程（B）

弁護士実務

弁護士実務

弁護士実務

裁判官

弁護士実務

弁護士実務

分類 所属 略称 教授 准教授

南　繁樹

横手　聡

弁護士実務

経済法

知的財産法

国際私法

講師 助教
計

うち、法曹としての実務の経験を有する者

石井　禎

權田　光洋

田仲　剛

松井　俊洋

大見　愛彩

原田　聖哉

楠　茂樹

駒田　泰土

永野　仁美

出口　耕自

4.2

4.4

4

0.6

2.9

1.7

南谷　英幸

社会保障法

弁護士実務

弁護士実務

学士課程（B） 教授

0.6

1.2

1.2

4

0.4

0.4

4.2

兼任

兼任

兼任

兼任

兼任

兼任

兼任

兼担

兼担

兼担

兼担

兼任

兼任



別紙様式１－２－１－１ 上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻

研・専 8 1 9

実・専 3 1 4

実・み 1 1

学士課程 7 7

修士課程 0

博士前期課程 0

博士後期課程 0

専門職学位課程 0

学士課程 0

修士課程 0

博士前期課程 0

博士後期課程 0

専門職学位課程 0

兼担 17 2 19

兼任 41 41

36 4 41 0 81

(注） １．

２．

３．

４．

５．

　 　　　　　 法曹以外の実務経験を有する場合には『その他』と記入してください。また、「年数」については、当該教員の実務の経験年数を職種ごとに記入してください。

 　    　     

６．

７．

　　　　　 　

　　　　　　

８．

９．

10．

11．

　            

12．

13．

14． 教員一覧の31行目から400行目は非表示になっています。必要に応じ、再表示して記入してください。再表示しても行が足りない場合は、行の挿入により追加してください（プルダウン等の設定にご留意ください）。

合計 5

教員一覧の「担当授業科目」及び「年間総単位数」に係る単位数の計算にあたり、複数教員による授業科目を担当する場合は、当該授業科目の単位数に対する担当する教員ごとの担当時間数の割合により記入してください。また、複数のクラスを担当している場合は、さらにクラス数を

乗じた単位数を記入してください。なお、単位数については、小数点第２位を四捨五入してください。（例：授業科目（２単位）の時間数が30時間で、当該授業科目を２人の教員で担当（担当する時間数は、それぞれ20時間と10時間）し、どちらも２クラスを担当する場合には、それぞれ、

評価実施年度の５月１日現在で記入してください。なお、授業科目名及び単位数は、カリキュラムの新旧を問わず、評価実施年度において各教員が担当する授業科目についてすべて記入してください。なお、受講者がいないため不開講となった授業科目についても記入してください。

教員一覧の「担当授業科目」の「集・オ・共」については、集中講義の場合には『集』と、オムニバス授業の場合には『オ』と、共同授業の場合は『共』と記入してください。なお、複数に該当する場合には、該当するものをすべて記入してください。

教員一覧の「担当授業科目」の「大学等名」については、自大学他専攻等を担当する教員の場合には、研究科・専攻名又は学部・学科名等を、他大学等を担当する教員の場合には、大学・研究科・専攻名又は大学・学部・学科名等を記入してください。

教員分類別内訳の「分類」の「兼担教員（学内の他学部等の教員）」及び「兼任教員（他の大学等の教員等）」に該当する教員については、教員一覧にある「自大学他専攻等担当授業科目」及び「他大学等担当授業科目」の記入は必要ありません。この場合、「年間総単位数」については、

教員一覧の「所属」については、教員分類別内訳の「所属」をリストから選択してください。
教員一覧の「職名」については、教員分類別内訳の職種（教授、准教授、講師、助教）を記入してください。なお、研究科長、専攻長等に就いている場合には併せて記入してください。

兼担教員（学内の他学部等の教員）

教員一覧の「実務経験年数」及び「実務家教員の職種」については、教員分類別内訳の「分類」の「専任教員」に該当する実務家教員のみ記入してください。また、「実務家教員の職種」については、法曹としての実務の経験を有する場合には職種に応じて『裁判官』、『検察官』、『弁護士』と記入してください。

（例：裁判官の経験年数が７年１１ヶ月及び民間企業勤務の経験年数が６年１０ヶ月の教員の場合には、「実務家教員の職種」は『裁判官／その他』、「年数」は『７．１１／６．１０』となります。）

教員一覧の「担当授業科目」の「クラス数」については、１つの授業科目において、複数のクラスが開講されており、同一の教員が複数のクラスを担当している場合に、その担当クラス数を記入してください。なお、１クラスの場合も、『１』と記入してください。

兼任教員（他の大学等の教員等）

教員一覧の「年間総単位数」については、「自大学法科大学院担当授業科目」、「自大学他専攻等担当授業科目」、「他大学等担当授業科目」の合計を記入してください。

教員一覧については、教員分類ごとに、教授、准教授、講師、助教の順に記入してください。なお、「分類」については、本様式の教員分類別内訳の「略称」をリストから選択してください。

２（単位）×２（クラス）×20（時間）÷30（時間）＝2.66・・・≒『2.7』、２（単位）×２（クラス）×10（時間）÷30（時間）＝1.32・・・≒『1.3』となります。）

「自大学法科大学院担当授業科目」に係る単位数となります。

教員一覧の「担当授業科目」の「自大学他専攻等担当授業科目」の「課程」については、学部の場合には『（B）』、修士課程・博士前期課程の場合には『（M）』、博士後期課程の場合には『（D）』、専門職学位課程の場合には『（P）』を記入してください。

修士課程の専任教員を法科大学院の専任教員と扱う場合は、専・他と分類してください。

実務家・みなし専任教員 1

兼務研究者・専任教員

専・他

兼務実務家・専任教員

専任教員

専属専任教員

研究者・専任教員

法科大学院実務家・専任教員 4



別紙様式１－２－１－２ 上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻

基準１－２　教育活動等を展開する上で必要な教員等が適切に配置されているとともに、必要な運営体制が適切に整備されていること

【分析の手順】

基準３－４　学位授与方針及び教育課程方針に則して、法科大学院にふさわしい授業形態及び授業方法が採用されていること

【分析の手順】

【分析の手順】

【分析の手順】

開設授業科目一覧（別紙様式１－２－１－２） 学期区分　：

LSの学生 LS外の学生 教員名 分類

○ 憲法基礎 1 春 46.7 4 必修 毎年 講義 17 1 巻　美矢紀 研・専 1-6

○ 行政法基礎 1・2 春 23.3 2 必修 毎年 講義 27 大橋　真由美 兼担 7-9

○ 憲法 2 春 23.3 2 必修 毎年 講義 23 上田　健介 兼担 64-73

○ 行政法 2 秋 23.3 2・3 必修 毎年 講義 17 徳本　広孝 兼任 74-84

○ 公法（総合） 3 春 23.3 2 必修 毎年 講義 7
◎筑紫　圭一
上田　健介
越智　敏裕

専・他
兼担
研・専

152-156

○ 憲法演習 2 秋 11.7 1 選択 毎年 演習 3 上田　健介 兼担 195-197

○ 民法基礎Ⅰ 1 春 46.7 4 必修 毎年 講義 21 溝渕　将章 兼担 10-22

○ 民法基礎Ⅱ 1 秋 46.7 3 必修 毎年 講義 19 永下　泰之 研・専 23-30

○ 民法基礎Ⅲ 1 秋 23.3 2 必修 毎年 講義 20 羽生　香織 兼担 31-35

○ 民法基礎Ⅳ 1 春 11.7 1 必修 毎年 講義 21 永下　泰之 研・専 36-39

○ 商法基礎 1 秋 46.7 4 必修 毎年 講義 16 土田　亮 研・専 40-45

○ 民事訴訟法基礎 1 秋 46.7 4 必修 毎年 講義 18 田頭　章一 研・専 46-50

○ 民法A 2 春 23.3 2 必修 毎年 講義 24 伊藤　栄寿 兼担 85-91

○ 民法B 2 春 23.3 2 必修 毎年 講義 23 小山　泰史 研・専 92-99

○ 民法C 2 秋 23.3 2 必修 毎年 講義 18 小山　泰史 研・専 100-106

○ 商法A 2・3 春 23.3 2 必修 毎年 講義 22 早川　咲耶 研・専 107-114

○ 商法B 2・3 秋 11.7 1 必修 毎年 講義 18 早川　咲耶 研・専 115-120

○ 民事訴訟法A 2・3 春 23.3 2 必修 毎年 講義 22 原　強 専・他 121-127

○ 民事訴訟法B 2・3 秋 11.7 1 必修 毎年 講義 20 安西　明子 兼担 128-130

○ 民事法（総合） 3 春 23.3 2 必修 毎年 講義 8

◎田頭　章一
対木　和夫
永下　泰之
土田  亮

研・専
実・専
研・専
研・専

157-159

○ 民法基礎演習 1 秋 11.7 1 選択 毎年 演習 11 永下　泰之 研・専 184-187
2019年度以降入学の3年
制コース生は選択必修科

目として履修

○ 民事訴訟理論と実務 1・2 秋 23.3 2 選択 毎年 講義 7 原　強 専・他 188-191
2019年度以降入学の3年
制コース生は選択必修科

目として履修

○ 民法演習 2 秋 23.3 2 選択 毎年 演習 6 永下　泰之 研・専 192-194

○ 商法演習 2 秋 11.7 1 選択 毎年 演習 12 早川　咲耶 研・専 198-203

○ 民事訴訟法演習 2 秋 11.7 1 選択 毎年 演習 11 安西　明子 兼担 210-212

○ 企業取引法 3 春 23.3 2 選択 毎年 講義 0 伊藤　雄司 兼担 213-216 履修者なしのため不開講

○ 刑法基礎 1 春 46.7 4 必修 毎年 講義 17 伊藤　渉 兼担 51-57

○ 刑事訴訟法基礎Ⅰ 1 秋 23.3 2 必修 毎年 講義 18 朝山　芳史 実・専 58-61

○ 刑事訴訟法基礎Ⅱ 1 秋 23.3 2 必修 毎年 講義 15 朝山　芳史 実・専 62-63

○ 刑法 2 春 23.3 2 必修 毎年 講義 21 佐藤　結美 研・専 131-134

○ 刑事訴訟法A 2・3 春 23.3 2 必修 毎年 講義 23 岩下　雅充 研・専 135-145

○ 刑事訴訟法B 2・3 秋 11.7 1 必修 毎年 講義 19 岩下　雅充 研・専 146-151

○ 刑事法（総合） 3 春 23.3 2 必修 毎年 講義 6
◎佐藤　結美
  朝山　芳史

研・専
実・専

160-162

○ 刑法演習 2 秋 11.7 1 選択 毎年 演習 3 佐藤　結美 研・専 204-206

○ 刑事訴訟法演習 2 秋 11.7 1 選択 毎年 演習 10 　田澤　奈津子 実・み 207-209

○ 法学実務基礎A 1 春 11.7 1 選択 毎年 講義 17

◎小山　泰史
土田　亮
新沼　径

  南谷　英幸
田仲　剛
横手　聡

研・専
研・専
兼任
兼任
兼任
兼任

163-164
2019年度以降入学の3年
制コース生は必修科目と

して履修

○ 法学実務基礎B 1 秋 23.3 2 選択 毎年 講義 14

◎巻　美矢紀
小山　泰史
佐藤　結美
浦西　洋行
金谷　良
松井　智
小寺　悠介
南谷　英幸
横手　聡

研・専
研・専
研・専
兼任
兼任
兼任
兼任
兼任
兼任

165-167
2019年度以降入学の3年
制コース生は必修科目と

して履修

○ 法学実務演習ⅠA 2 春 11.7 1 必修 毎年 演習 9 宍戸　博幸 実・専 168-170
2022年度以降入学者のみ

履修

○ 法学実務演習ⅡA 2 秋 11.7 1 必修 毎年 演習 7 宍戸　博幸 実・専 174-176
2022年度以降入学者のみ

履修

○ 法学実務演習ⅠB 2 春 11.7 1 必修 毎年 演習 6

◎土田　亮
田仲　剛
大見　愛彩
原田　聖哉

研・専
兼任
兼任
兼任

171-173
2022年度以降入学者のみ

履修

○ 法学実務演習ⅡB 2 秋 11.7 1 必修 毎年 演習 6

◎土田　亮
田仲　剛
大見　愛彩
原田　聖哉

研・専
兼任
兼任
兼任

177-179
2022年度以降入学者のみ

履修

○ 論文演習Ⅰ 2 春 11.7 1 選択 毎年 演習 9 宍戸　博幸 実・専 180-181

○ 論文演習Ⅱ 2 秋 11.7 1 選択 毎年 演習 7 宍戸　博幸 実・専 182-183

11

41

17

9

基礎科目

民事系科目
（民法・商法・民事訴訟法）

応用科目

公法系科目
（憲法・行政法）

応用科目

基礎科目

基礎科目

授業方法
（形態）

受講学生数

・少人数による双方向的又は多方向的な密度の高い授業方法を基本としつつ、例えば法律基本科目の基礎科目においては、基礎的な学識を涵養するために適切な方法で授業が実施されていることを確認する。

授業科目名
配当
年次

学期 時間数 単位数連携開設科目 備考

セメスター制を採用

必修・選択
等

開講方法科　　　目

分析項目１－２－１　大学院設置基準等各設置基準及び告示に照らして、必要な人数の専任教員並びに兼担及び兼任教員を配置していること

・授業の内容及び方法等が、大学設置基準等各設置基準の規定を満たしており、それらが学生に対して明示されていることを確認する。

分析項目３－４－５　各授業科目における授業時間の設定が、単位数との関係において法令に則したものとなっていること

・授業時間の設定が、授業の方法（講義、演習、実習）に応じて、単位数との関係において法令に則したものとなっていることを確認する。

担当教員
開設単位数
合　　　　計

主要授業科目
シラバス等の

ページ

分析項目３－４－４　同時に授業を行う学生数は少人数が基本とされ、特に法律基本科目については原則として50人以下となっていること

・法律基本科目において同時に授業を行う学生数が50人を超える授業科目がある場合は、教育上の必要性と十分な教育効果が上げられるものとなっていることを確認する。

・教育上主要と認める授業科目の定義を確認し、該当する授業科目への専任の教授又は准教授の配置状況（該当する授業科目数、そのうち専任の教授又は准教授が担当する科目数、専任の講師が担当する科目数）を確認する。
※教育上主要と認める授業科目への専任の教授・准教授の担当に関しては、実際に授業を担当しない場合でも、専任の教授又は准教授が授業の内容、実施、成績に関して責任を持っている場合は、その授業科目を分析項目の状況に準ずるものとして分析することが可能

分析項目３－４－１　授業科目の区分、内容及び到達目標に応じて、適切な授業形態、授業方法が採用され、授業の方法及び内容が学生に対して明示されていること

刑事系科目
（刑法・刑事訴訟法）

応用科目

法
律
基
本
科
目

総合 応用科目



別紙様式１－２－１－２ 上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻

法曹倫理 2 春 23.3 2 必修 毎年 講義 22
　朝山　芳史
岩崎　政孝

田澤　奈津子

実・専
実・専
実・み

2 217-222

訴訟実務基礎（民事） 2 春 23.3 2 必修 毎年 講義 25 松井　俊洋 兼任 2 223-226

訴訟実務基礎（刑事） 2 秋 23.3 2 必修 毎年 講義 12
　◎田澤 奈津子

朝山　芳史
岩崎　政孝

実・み
実・専
実・専

227-232

新旧カリキュラムを履修
する在学生の混在に対応
するため、当該科目は
2022年度に限り、春・秋
共に開講。シラバス内容

は同一。

訴訟実務基礎（刑事） 3 春 23.3 2 必修 毎年 講義 6
　◎田澤 奈津子

朝山　芳史
岩崎　政孝

実・み
実・専
実・専

227-232

新旧カリキュラムを履修
する在学生の混在に対応
するため、当該科目は
2022年度に限り、春・秋
共に開講。シラバス内容

は同一。

模擬裁判（民事） 3 秋 23.3 2 選択必修 毎年 演習 3
◎原　強
岩崎　政孝
松井　俊洋

専・他
実・専
兼任

250-253

模擬裁判（刑事） 3 秋 23.3 2 選択必修 毎年 演習 4
　◎朝山　芳史

岩崎　政孝
田澤　奈津子

実・専
実・専
実・み

254-256

ネゴシエイション・
ロイヤリング

3 春学期集中 23.3 2 選択必修 毎年 演習 6
◎森下　哲朗
対木　和夫

専・他
実・専

2 257-259

リーガルクリニック 3 秋 23.3 2 選択必修 毎年 講義 5

◎原　強
岩崎　政孝
谷川　行雄
南谷　英幸
伊藤　彩

専・他
実・専
兼任
兼任
兼任

2 260-262

エクスターンシップⅠ（法曹） 2・3

①春学期
集中

②秋学期
集中

45 1 選択必修 毎年 実習
①0
②3

◎北村　喜宣
対木　和夫
宍戸　博幸
石井　禎
權田　光洋

専・他
実・専
実・専
兼任
兼任

263-264

エクスターンシップⅠ（企業等） 2・3

①春学期
集中

②秋学期
集中

45 1 選択必修 毎年 実習
①0
②1

◎北村　喜宣
対木　和夫
宍戸　博幸
石井　禎
權田　光洋

専・他
実・専
実・専
兼任
兼任

265-266

エクスターンシップⅠ（公務） 1～3

①春学期
集中

②秋学期
集中

45 1 選択必修 毎年 実習
①0
②2

◎北村　喜宣
対木　和夫
宍戸　博幸
石井　禎
權田　光洋

専・他
実・専
実・専
兼任
兼任

267-268

エクスターンシップⅡ（法曹） 2・3

①春学期
集中

②秋学期
集中

45 1 選択必修 毎年 実習
①0
②1

◎北村　喜宣
対木　和夫
宍戸　博幸
石井　禎
權田　光洋

専・他
実・専
実・専
兼任
兼任

269-270

エクスターンシップⅡ（企業等） 2・3

①春学期
集中

②秋学期
集中

45 1 選択必修 毎年 実習
①0
②0

◎北村　喜宣
対木　和夫
宍戸　博幸
石井　禎
權田　光洋

専・他
実・専
実・専
兼任
兼任

271-272

エクスターンシップⅡ（公務） 1～3

①春学期
集中

②秋学期
集中

45 1 選択必修 毎年 実習
①0
②1

◎北村　喜宣
対木　和夫
宍戸　博幸
石井　禎
權田　光洋

専・他
実・専
実・専
兼任
兼任

273-274

法律文書作成の基礎 1・2 春 11.7 1 選択 毎年 講義 17
◎寺澤　春香
蔭山　枝里奈

兼任
兼任

1 236-238
2019年度以降入学の3年
制コース生は選択必修科

目として履修

会社法と実務 3 春 23.3 2 選択 毎年 講義 2 遠藤　元一 兼任 233-235

行政法と実務 2・3 11.7 1 選択 隔年× 講義 越智　敏裕 研・専

環境法と実務 2・3 春 11.7 1 選択 隔年〇 講義 0 越智　敏裕 研・専 239-240 履修者なしのため不開講

刑事実務 3 秋 23.3 2 選択 毎年 講義 2
　◎朝山　芳史
　田澤　奈津子

実・専
実・み

241-242

ビジネス法基礎 1～3 春 23.3 2 選択 毎年 講義 1

◎駒田　泰土
森下　哲朗
田頭　章一
永野　仁美
楠　茂樹
岩崎　政孝
対木　和夫
南　繁樹

兼担
専・他
研・専
兼担
兼担
実・専
実・専
兼任

243-246

ビジネス法務演習 1～3 秋 23.3 2 選択 毎年 演習 3
◎対木　和夫
早川　咲耶
前田　博

実・専
研・専
兼任

247-249

国際仲裁・ADR 2・3 春学期集中 23.3 2 選択必修 毎年 演習 4

◎森下　哲朗
対木　和夫
森　大樹
森口　聡

専・他
実・専
兼任
兼任

275-277

比較法（EU法） 1～3 23.3 2 選択必修 隔年× 講義 東　史彦 兼担

英米法 1～3 秋 23.3 2 選択必修 毎年 講義 5 坂本　力也 兼任 278-282

法哲学 1～3 秋 23.3 2 選択必修 毎年 講義 8 奥田　純一郎 兼担 283-286

法社会学 1～3 秋 23.3 2 選択必修 毎年 講義 2 2 太田　勝造 兼任 287-290

法と経済学 1～3 秋 23.3 2 選択必修 毎年 講義 4 加賀見　一彰 兼任 291-293

西洋法制史 1～3 春 23.3 2 選択必修 毎年 講義 10 松本　尚子 兼担 294-297

○ 倒産処理法 2・3 春 46.7 4 選択必修 毎年 講義 2 1 田頭　章一 研・専 330-333

租税法Ⅰ 2・3 春 23.3 2 選択必修 毎年 講義 2 南　繁樹 兼任 309-312

租税法Ⅱ 2・3 秋 23.3 2 選択必修 毎年 講義 2 南　繁樹 兼任 313-315

○ 経済法Ⅰ 2・3 秋 23.3 2 選択必修 毎年 講義 1 楠　茂樹 兼担 316-320

○ 経済法Ⅱ 2・3 秋 23.3 2 選択必修 毎年 講義 1 楠　茂樹 兼担 321-325

○ 知的財産法Ⅰ 2・3 春 23.3 2 選択必修 毎年 講義 3 1 駒田　泰土 兼担 326-327

○ 知的財産法Ⅱ 2・3 秋 23.3 2 選択必修 毎年 講義 2 1 駒田　泰土 兼担 328-329

4

6

その他 12

ローヤリング

クリニック

公法系訴訟実務の基礎

　基礎法学・隣接科目

法
律
実
務
基
礎
科
目

民事訴訟実務の基礎

刑事訴訟実務の基礎 4

法曹倫理

模擬裁判

法文書作成

法情報調査

12

倒産法

61

租税法

経済法

知的財産法

展
開
・
先
端
科
目

エクスターンシップ



別紙様式１－２－１－２ 上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻

○ 労働法基礎 1～3 春 11.7 1 選択必修 毎年 講義 4 2
◎永野　仁美
富永　晃一

兼担
専・他

298-300

○ 労働法Ⅰ 2・3 秋 23.3 2 選択必修 毎年 講義 3 富永　晃一 専・他 301-304

○ 労働法Ⅱ 2・3 秋 23.3 2 選択必修 毎年 講義 4 富永　晃一 専・他 305-308

○ 労働法演習 2・3 秋 11.7 1 選択必修 毎年 演習 2 富永　晃一 専・他 343-345

○ 環境法基礎 1～3 春 23.3 2 選択必修 毎年 講義 7 筑紫　圭一 専・他 371-374

○ 環境法政策 2・3 春 23.3 2 選択必修 毎年 講義 6 2 北村　喜宣 専・他 375-378

○ 環境訴訟 3 春 23.3 2 選択必修 毎年 講義 6 1 越智　敏裕 研・専 379-382

○ 企業環境法 2・3 秋 23.3 2 選択必修 毎年 講義 5 筑紫　圭一 専・他 383-385

○ 国際環境法 2・3 秋 23.3 2 選択必修 毎年 講義 5 堀口　健夫 兼担 386-388

環境リスクマネジメント 1～3 秋 23.3 2 選択必修 毎年 講義 2 6 織　朱實 兼担 資料1-2-1-04
他研究科（地球環境学研

究科）開講科目
○ 環境刑法 2・3 春 11.7 1 選択必修 毎年 講義 4 津田　隆好 兼任 389-390

○ 比較環境法 2・3 23.3 2 選択必修 隔年× 講義 及川　敬貴 兼任 担当教員名は昨年度のもの

○ 自然保護法 2・3 秋 23.3 2 選択必修 毎年 講義 5 桑原　勇進 専・他 391-393

○ まちづくり法と実務 2・3 秋 23.3 2 選択必修 隔年〇 講義 3 日置　雅晴 兼任 394-396

○ 廃棄物・リサイクル法 2・3 秋 23.3 2 選択必修 毎年 講義 7 1 北村　喜宣 専・他 397-400

○ 環境法の現代的課題 2・3 23.3 2 選択必修 毎年（不開講） 講義 越智　敏裕 研・専
担当教員が特別研修を取

得するため

○ 国際法基礎 1～3 春 23.3 2 選択必修 毎年 講義 7 2 江藤　淳一 兼担 346-349

○ 国際人権法 2・3 秋 11.7 1 選択必修 毎年 講義 7 江藤　淳一 兼担 364-366

○ 国際経済法 2・3 秋 23.3 2 選択必修 毎年 講義 3 川瀬　剛志 兼担 367-370

○ 国際私法基礎 1～3 春 11.7 1 選択必修 毎年 講義 21 出口　耕自 兼担 350-352

○ 国際私法 2・3 春 23.3 2 選択必修 毎年 講義 4 出口　耕自 兼担 357-360

○ 国際取引法 2・3 秋 23.3 2 選択必修 毎年 講義 5 小川　和茂 兼任 353-356

○ 国際家族法 2・3 秋 11.7 1 選択必修 毎年 講義 4 出口　耕自 兼担 361-363

民事執行・保全法 2・3 秋 23.3 2 選択必修 毎年 講義 4 萩澤　達彦 兼任 334-337

スポーツ・エンタテインメント法 1～3 春 11.7 1 選択必修 毎年 講義 6 4

◎森下　哲朗
松田　俊治
松井　真一

藤原　総一郎
服部　薫
宍戸　一樹

専・他
兼任
兼任
兼任
兼任
兼任

338-340

金融法 2・3 秋 23.3 2 選択必修 毎年 講義 6 2

◎森下　哲朗
早川　咲耶
井上　聡
藤田　元康

専・他
研・専
兼任
兼任

341-342

LAW AND PRACTICE OF
INTERNATIONAL  BUSINESS

TRANSACTIONS
1～3 秋 11.7 1 選択 毎年 講義 0 2

◎森下　哲朗
GILMORE David
細川  兼嗣

VICKI L Beyer

専・他
兼任
兼任
兼任

401-403

特殊講義（警察活動と法実務） 2・3 秋 11.7 1 選択 毎年 講義 4 金山　泰介 兼任 404-406

自主研究・論文作成 3 秋 23.3 2 選択 毎年 講義 0 巻　美矢紀 研・専 407-408

自主研究・論文作成 3 秋 23.3 2 選択 毎年 講義 0 佐藤　結美 研・専 409-410

自主研究・論文作成 3 秋 23.3 2 選択 毎年 講義 0 原　強 専・他 411-412

自主研究・論文作成 3 秋 23.3 2 選択 毎年 講義 0 土田　亮 研・専 413-414

自主研究・論文作成 3 秋 23.3 2 選択 毎年 講義 0 小山　泰史 研・専 415-416

自主研究・論文作成 3 秋 23.3 2 選択 毎年（不開講） 講義 0 小幡　純子 研・専 担当教員退職のため不開講

（注）

そ
の
他

14

61

上記以外

国際関係法（公法系）

国際関係法（私法系）

環境法

　　カリキュラム改編による当該配当年次未開講など）記入してください。

２．「学期区分」については、採用している学期の種類（セメスター制、トリメスター制等）を記入してください。

５．「授業科目名」については、開設している授業科目を、４つの科目（法律基本科目、法律実務基礎科目、基礎法学・隣接科目、展開・先端科目）に区分整理して記入してください。ただし、４つの科目に区分することができない授業科目については、新たに科目分野を設けて記入してください。

　　法律基本科目の中で、公法系・民事系・刑事系の３つの系に区分することができない授業科目については、これら３つの系の下に枠を設けて追記してください。

６．「配当年次」については、配当年次が複数ある場合は、該当する配当年次をすべて記入してください（例：２、３年次配当の場合は、『２・３』と記入してください。）。

７．「学期」については、『前期』、『後期』等の区分を記入してください。また、集中講義を行っている場合には、『前期集中』、『後期集中』、『夏季集中』等の区分を記入してください。

８．「時間数」については、当該開設授業科目における総時間数（例：９０分授業が１５週行われる場合には、２２．５時間となります。）を記入してください。ただし、試験時間については、含まないものとします。

９．「単位数」については、規則等により定められた当該授業科目の単位数を記入してください。１つの授業科目が複数クラス開講されている場合には、重複して加算しないでください。

10．「必修・選択等」については、『必修』、『選択』、『選択必修』等の区分を記入してください。

11．「開講方法」については、『毎年』、『隔年』の区分で記入してください。なお、隔年開講については、今年度開講していれば『隔年○』、開講していなければ『隔年×』と記入してください。また、毎年開講するが、評価実施年度は不開講の授業科目については、『毎年（不開講）』と記入してください。

　　さらに、その理由を「１」のとおり、「備考」に記入してください。

12．「授業方法（形態）」については、『講義』、『演習』、『実習』等各授業科目の実施形態を記入し、これらを組み合わせている場合には該当する形態をすべて記入してください。

13．「受講学生数」については、「ＬＳの学生」には当該法科大学院の学生の人数を、「ＬＳ外の学生」には当該法科大学院の学生以外の人数をそれぞれ記入してください。また、同一授業科目を複数クラス開講している場合には、それぞれ記入してください。

　　該当する授業科目の単位数の合計を記入してください（R列には数式を設定しております。列の挿入等により、参照範囲がずれた場合には修正してください。直接数値を記入していただいてもかまいません）。

16．「シラバス等のページ」については、シラバス等の授業計画を記載した冊子中の該当ページを記入してください。

　　（例：同一授業科目が２クラス開講されており、それぞれ５０人（うち、ＬＳ外の学生は２人）と４０人（うち、ＬＳ外の学生は０人）の場合には、「ＬＳの学生」には『①４８、②４０』と記入し、「ＬＳ外の学生」には『①２、②０』と記入してください。）

　　なお、後期や集中講義時に開講のため、５月１日現在で人数が未定の場合は空欄のままとしてください。

14．「担当教員」の「教員名」については、１つの授業科目を複数教員が担当している場合には、担当教員全員を記入し、当該授業科目の内容、実施及び成績評価について責任を持つ教員には、氏名の前に『◎』を付してください。また、１つの授業科目が複数クラス開講されている場合は、

　　各クラスの担当教員についてそれぞれ記入してください。（例：①◎A教員、B教員②◎A教員、C教員）なお、「分類」については、別紙様式１－２－１－１の教員分類内訳 の「分類」の「略称」により、記入してください。

15．「開設単位数合計」については、法律基本科目の公法系・民事系・刑事系の各系、法律実務基礎科目の法曹倫理、民事訴訟実務の基礎、刑事訴訟実務の基礎の各科目、基礎法学・隣接科目及び展開・先端科目の各科目区分がそれぞれ一つの枠になっていますので、それぞれに

展
開
・
先
端
科
目

３．「主要授業科目」については、大学設置基準第10条に規定する教育上主要と認める授業科目に該当する授業科目に『○』を記入してください。

４．「連携開設科目」については、専門職大学院設置基準第６条の３に規定する他の大学院と連携して開設する授業科目に該当する授業科目に『○』を記入してください。

労働法

１．評価実施年度の５月１日現在で、当該年度開設授業科目（当該年度入学者適用）を記入してください。なお、評価実施年度に開講されていない授業科目（不開講、隔年開講等）についても記入してください。不開講の授業科目については、その理由を　「備考」に簡潔に（例：教員未定のため、



別紙様式１－２－２ 
上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻 

基準１－２ 教育活動等を展開する上で必要な教員等が適切に配置されているとともに、必要な運営体制が適切に整備されていること 

 

分析項目１－２－２ 法科大学院の運営に関する重要事項を審議する会議（以下「教授会等」という。）及び専任の長が置かれ、必要な活動を行っているこ

と 

※「法科大学院の運営に関する重要事項」とは、法科大学院の教育課程、教育方法、成績評価、修了認定、入学者選抜及び教員の人事等に関する重要事項をいう。 

 

【分析の手順】  

・教授会等について、構成、所掌事項等を確認する。 

・教授会等の規程上の開催頻度と前年度における開催実績を確認する。 

 

教授会等の規程上の開催頻度と前年度における開催実績一覧（別紙様式１－２－２） 

会議等名称 規程上の開催頻度 前年度における開催実績 

法科大学院教授会 

原則として毎月第２水曜日に開催する。

ただし８月と９月は開かないことがで

きる。 

定例 10 回 

法科大学院教務委員会 会議は、必要のつど委員長が招集する。 定例 10 回 

   

   

   

   

 

 



別紙様式１－２－５ 
上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻 

基準１－２ 教育活動等を展開する上で必要な教員等が適切に配置されているとともに、必要な運営体制が適切に整備されていること 
 

分析項目１－２－５ 管理運営に従事する教職員の能力の質の向上に寄与するため、スタッフ・ディベロップメント（ＳＤ）を実施していること 

※「スタッフ・ディベロップメント（ＳＤ）」とは、教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、教職員に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上さ

せるための研修の機会を設けるとともに、その他必要な取組を行うことをいう。 

 

【分析の手順】  

・ＳＤの実施内容・方法及び実施状況（参加状況を含む。）を確認する。 

 

ＳＤの実施内容・方法及び実施状況一覧（別紙様式１－２－５） 

研修会等の名称 主催 実施内容・方法 対象者 
法科大学院からの 

参加者数 

創立記念プログラム 

 上智のルーツと禅の体験 

 学生と考える、もっと楽しい”上智のニューノーマル” 

 「イエズス会学校 10の識別子」について 

 

創立記念行事に関

する実行委員会 

（事務局：総務局

総務グループ） 

講義・ワークショップ ■役員 

■教員 

■事務職員        2 人 

セクシュアル・ハラスメント防止オンライン研修 総務局総務グルー

プ 

講義 ■役員 

■教員 

■事務職員 

      14 人 

持続可能な大学運営と人件費問題 

 

 

人事局人材開発グ

ループ 

講義 ■役員 

■教員 

■事務職員 

       3 人 

 



別紙様式１－３－１ 
上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻 

基準１－３ 法科大学院の教育研究活動等に関する情報の公表が適切であること 
 

分析項目１－３－１ 法令により公表が求められている事項を公表していること 

 

【分析の手順】 

・法科大学院の目的、方針その他法令が定める教育研究活動等についての情報を、社会に対し、刊行物の配布、ウェブサイトへの掲載等の方法により広く公

表していることを確認する。 

 

法令が定める教育研究活動等についての情報の公表状況一覧（別紙様式１－３－１） 

※ 公表状況について、ウェブサイトで公表している場合は、その情報が掲載されているウェブページが直接閲覧できる URL を記載してください。ウェブ

サイト以外で公表している場合は、URL ではなく具体的な公表方法を記載してください。 

※ 他の法令等の箇所において記載してもらう場合には、「公表状況」欄において該当 Noを記載しています。 

 

No 公表が求められている事項（法令の条文等抜粋） 公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL 等）） 

 《学校教育法 第 109 条》 

１ 第１項 

 

 

大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文

部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及

び研究、組織及び運営並びに施設及び設備（次項及び

第五項において「教育研究等」という。）の状況につい

て自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するもの

とする。 

・自己点検・評価報告書 

 http://www.sophialaw.jp/about/self_check.html 

 

 《学校教育法施行規則 第 158 条》 

２  

 

 

学校教育法第百二条第二項の規定により学生を入学

させる大学は、同項の入学に関する制度の運用の状況

について、同法第百九条第一項に規定する点検及び評

価を行い、その結果を公表しなければならない。 

※該当する場合のみ記載 

・自己点検・評価報告書（2020 年 4 月～2021 年 3月）13 ページ 

 http://www.sophialaw.jp/about/pdf/evaluation_report_2021.pdf 

 

 《学校教育法施行規則 第 172 条の２》 

３ 第１項 大学は、次に掲げる教育研究活動等の状況についての  



別紙様式１－３－１ 
上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻 

No 公表が求められている事項（法令の条文等抜粋） 公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL 等）） 

情報を公表するものとする。 

４  一 大学の教育研究上の目的及び第百六十五条の二第

一項の規定により定める方針に関すること 
・上智大学ウェブサイト（ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー） 

 https://www.sophia.ac.jp/jpn/program/GR/GR_law_juris.html 

・履修要綱 26頁 

https://www.sophia.ac.jp/jpn/studentlife/risyu/houka/itd24t0000001mgg-

att/faei3d000000yuhz.pdf 

５  二 教育研究上の基本組織に関すること ・上智大学法科大学院ウェブサイト 

 http://www.sophialaw.jp/about/outline.html 

・履修要綱 74頁（上智大学大学院学則５条） 

https://www.sophia.ac.jp/jpn/studentlife/risyu/houka/itd24t0000001mgg-

att/faei3d000000yuhz.pdf 

６  三 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び

業績に関すること 

・上智大学法科大学院ウェブサイト 

 http://www.sophialaw.jp/education/teacher.html 

・上智大学教員教育研究情報データベース（法曹養成専攻） 

 https://redb.cc.sophia.ac.jp/?page_id=177 

７  四 入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業

又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数そ

の他進学及び就職等の状況に関すること 

〇入学者数 

・上智大学法科大学院パンフレット（2023 年度(入学者向け)版 35 頁） 

http://www.sophialaw.jp/digitalbook/about2023/#target/page_no=37 

・自己点検・評価報告書（2020 年 4 月～2021 年 3月）43 頁、資料６ 

 http://www.sophialaw.jp/about/pdf/evaluation_report_2021.pdf 

〇収容定員数 

・上智大学法科大学院ウェブサイト 

http://www.sophialaw.jp/about/outline.html 

・履修要綱 74頁（上智大学大学院学則６条） 

https://www.sophia.ac.jp/jpn/studentlife/risyu/houka/itd24t0000001mgg-

att/faei3d000000yuhz.pdf 

・自己点検・評価報告書（2020 年 4 月～2021 年 3月）43 頁 



別紙様式１－３－１ 
上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻 

No 公表が求められている事項（法令の条文等抜粋） 公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL 等）） 

 http://www.sophialaw.jp/about/pdf/evaluation_report_2021.pdf 

〇卒業・修了者数 

・自己点検・評価報告書（2020 年 4 月～2021 年 3月）の資料３ 

 http://www.sophialaw.jp/about/pdf/evaluation_report_2021.pdf 

〇進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること 

・自己点検・評価報告書（2020 年 4 月～2021 年 3月）の資料３ 

 http://www.sophialaw.jp/about/pdf/evaluation_report_2021.pdf 

８  五 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の

計画（大学設置基準第十九条の二第一項（大学院設置

基準第十五条において読み替えて準用する場合を含

む。）、専門職大学設置基準第十一条の二第一項、専門

職大学院設置基準第六条の三第一項、短期大学設置基

準第五条の二第一項及び専門職短期大学設置基準第

八条の二第一項の規定により当該大学が自ら開設し

たものとみなす授業科目（次号において「連携開設科

目」という。）に係るものを含む。）に関すること 

・法科大学院履修要綱 45頁以下（開講科目一覧） 

https://www.sophia.ac.jp/jpn/studentlife/risyu/houka/itd24t0000001mgg-

att/faei3d000000yuhz.pdf 

・上智大学法科大学院ウェブサイト（開講科目表） 

http://www.sophialaw.jp/education/curriculum_general.html 

・シラバス（上智大学ウェブサイトより検索可能） 

  https://www.sophia.ac.jp/jpn/studentlife/risyu/syllabus.html 
 

９  六 学修の成果に係る評価（連携開設科目に係るものを

含む。）及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に

関すること 

※No17～18 に記載 

10  七 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研

究環境に関すること 

・法科大学院履修要綱 96頁以下 

https://www.sophia.ac.jp/jpn/studentlife/risyu/houka/itd24t0000001mgg-

att/faei3d000000yuhz.pdf 

・上智大学法科大学院パンフレット（2023 年度(入学者向け)版 31 頁） 

http://www.sophialaw.jp/digitalbook/about2023/#target/page_no=33 

・上智大学法科大学院ウェブサイト（学習環境） 

  http://www.sophialaw.jp/study/institution.html 
11  八 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関す ※No25 に記載 



別紙様式１－３－１ 
上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻 

No 公表が求められている事項（法令の条文等抜粋） 公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL 等）） 

ること 

12  九 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等

に係る支援に関すること 

・法科大学院履修要綱 62頁 

https://www.sophia.ac.jp/jpn/studentlife/risyu/houka/ 

https://www.sophia.ac.jp/jpn/studentlife/risyu/houka/itd24t0000001mgg-

att/faei3d000000yuhz.pdf 

・上智大学法科大学院パンフレット（2023 年度(入学者向け)版 24、25 頁）  

http://www.sophialaw.jp/digitalbook/about2023/#target/page_no=24 

http://www.sophialaw.jp/digitalbook/about2023/#target/page_no=26 

・上智大学法科大学院ウェブサイト（就職支援）（学習サポート） 

http://www.sophialaw.jp/study/recruit.html 

http://www.sophialaw.jp/study/support.html 

・上智大学ウェブサイト（学生相談総合案内） 

https://www.sophia.ac.jp/jpn/studentlife/support/soudan_madoguchi.html 

13 第２項 専門職大学等及び専門職大学院を置く大学は、前項各

号に掲げる事項のほか、学校教育法第八十三条の二第二

項、第九十九条第三項及び第百八条第五項の規定による

専門性が求められる職業に就いている者、当該職業に関

連する事業を行う者その他の関係者との協力の状況に

ついての情報を公表するものとする。 

・自己点検・評価報告書（2020 年 4 月～2021 年 3月）61 頁 

 http://www.sophialaw.jp/about/pdf/evaluation_report_2021.pdf 

 

14 第４項 大学は、前各項に規定する事項のほか、教育上の目的

に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報を

積極的に公表するよう努めるものとする。 

 

※No16 に記載 

 《法科大学院の教育と司法試験等との連携に関する法律第５条》 

15  法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院におけ

る教育の充実及び将来の法曹としての適性を有する多

様な入学者の確保に資するため、次に掲げる事項を公表

 



別紙様式１－３－１ 
上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻 

No 公表が求められている事項（法令の条文等抜粋） 公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL 等）） 

するものとする。 

16  一 当該法科大学院の教育課程並びに当該教育課程を

履修する上で求められる学識及び能力 
〇履修の前提となる学識及び能力 

・上智大学ウェブサイト（アドミッション・ポリシー） 

 https://www.sophia.ac.jp/jpn/program/GR/GR_law_juris.html 

・上智大学法科大学院ウェブサイト（アドミッション・ポリシー） 

 http://www.sophialaw.jp/about/admission_policy.html 

〇履修の結果である学識及び能力 

・上智大学ウェブサイト（ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー） 

 https://www.sophia.ac.jp/jpn/program/GR/GR_law_juris.html 

・法科大学院履修要綱（2022 年度版）26ページ（ディプロマ・ポリシー、カリキ

ュラム・ポリシー）及び 27 頁以下（修了要件・進級要件） 

https://www.sophia.ac.jp/jpn/studentlife/risyu/houka/itd24t0000001mgg-

att/faei3d000000yuhz.pdf 

・自己点検・評価報告書（2020 年 4 月～2021 年 3月）10 頁 

 http://www.sophialaw.jp/about/pdf/evaluation_report_2021.pdf  

17  二 当該法科大学院における成績評価の基準及び実施

状況 

〇成績評価の基準 

・法科大学院履修要綱（2022 年度版 22～23 ページ） 

https://www.sophia.ac.jp/jpn/studentlife/risyu/houka/itd24t0000001mgg-

att/faei3d000000yuhz.pdf 

・法科大学院ウェブサイト（※履修要綱を掲示） 

https://www.sophia.ac.jp/jpn/studentlife/risyu/houka/itd24t0000001mgg-

att/faei3d000000yuhz.pdf 

・自己点検・評価報告書（2020 年 4 月～2021 年 3月）29 頁以下 

 http://www.sophialaw.jp/about/pdf/evaluation_report_2021.pdf  

〇成績評価の実施状況 

・法科大学院ウェブサイト（成績評価の実施状況） 



別紙様式１－３－１ 
上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻 

No 公表が求められている事項（法令の条文等抜粋） 公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL 等）） 

http://www.sophialaw.jp/about/self_check.html 

18  三 当該法科大学院における修了の認定の基準及び実

施状況 

〇修了認定の基準 

・法科大学院履修要綱（2022 年度版）27頁以下（修了要件・進級要件） 

https://www.sophia.ac.jp/jpn/studentlife/risyu/houka/itd24t0000001mgg-

att/faei3d000000yuhz.pdf 

・法科大学院ウェブサイト（修了要件・進級要件） 

http://www.sophialaw.jp/education/curriculum_general.html 

〇実施状況 

・自己点検・評価報告書（2020 年 4 月～2021 年 3月）の資料１ 

 http://www.sophialaw.jp/about/pdf/evaluation_report_2021.pdf  

19  四 当該法科大学院の課程を修了した者の進路に関す

る状況 

・上智大学法科大学院パンフレット（2023 年度(入学者向け)版 24 頁） 

http://www.sophialaw.jp/digitalbook/about2023/#target/page_no=24 

・法科大学院ウェブサイト 

http://www.sophialaw.jp/study/course.html 

・自己点検・評価報告書（2020 年 4 月～2021 年 3月）の資料３ 

 http://www.sophialaw.jp/about/pdf/evaluation_report_2021.pdf  

20  五 その他文部科学省令で定める事項 ※No22～27 に記載 

 《専門職大学院設置基準 第 20 条の７》 

21  連携法第五条第五号の文部科学省令で定める事項は、

次に掲げるものとする。 

 

22 
 

一 入学者選抜における志願者及び受験者の数その他

入学者選抜の実施状況に関すること 
・上智大学法科大学院パンフレット（2023 年度(入学者向け)版 35 頁） 

http://www.sophialaw.jp/digitalbook/about2023/#target/page_no=37  

・自己点検・評価報告書（2020 年 4 月～2021 年 3月）の資料６ 

 http://www.sophialaw.jp/about/pdf/evaluation_report_2021.pdf  
23  二 当該法科大学院に入学した者のうち標準修業年限

以内で修了した者の占める割合及び年度当初に当該

法科大学院に在籍した者のうち当該年度途中に退学

〇標準修業年限修了率 

・自己点検・評価報告書（2020 年 4 月～2021 年 3月）の資料１ 

http://www.sophialaw.jp/about/pdf/evaluation_report_2021.pdf 



別紙様式１－３－１ 
上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻 

No 公表が求められている事項（法令の条文等抜粋） 公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL 等）） 

した者の占める割合 〇中退率 

・自己点検・評価報告書（2020 年 4 月～2021 年 3月）の資料１ 

http://www.sophialaw.jp/about/pdf/evaluation_report_2021.pdf 

24  三 当該法科大学院が開設する授業科目のうち基礎科

目若しくは応用科目又は選択科目として開設するも

のの名称 

・上智大学法科大学院パンフレット（2023 年度(入学者向け)版 18 頁） 

http://www.sophialaw.jp/digitalbook/about2023/#target/page_no=18  

・自己点検・評価報告書（2020 年 4 月～2021 年 3月）の資料９ 

http://www.sophialaw.jp/about/pdf/evaluation_report_2021.pdf 

25  四 授業料、入学料その他の当該法科大学院が徴収する

費用及び修学に係る経済的負担の軽減を図るための

措置に関すること 

・上智大学法科大学院パンフレット（2023 年度(入学者向け)版 33-34 頁） 

http://www.sophialaw.jp/digitalbook/about2023/#target/page_no=35  

・自己点検・評価報告書（2020 年 4 月～2021 年 3月）51 頁 

http://www.sophialaw.jp/about/pdf/evaluation_report_2021.pdf 

・上智大学ウェブサイト（学費の減免、奨学金） 

 https://www.sophia.ac.jp/jpn/studentlife/tuition/gakuhigenngaku.html 

 https://www.sophia.ac.jp/jpn/studentlife/scholarship/index.html 

26  五 当該法科大学院に入学した者のうち連携法第十条

第一号又は第二号に該当していた者それぞれの占め

る割合及びこれらの号に該当していた者（当該法科大

学院の課程を修了した者又は同課程に在学する者に

限る。）であって、司法試験法（昭和二十四年法律第百

四十号）第一条第一項に規定する司法試験（以下単に

「司法試験」という。）を受けたもののうち当該試験に

合格したものの占める割合 

・自己点検・評価報告書（2020 年 4 月～2021 年 3月）資料１、資料６ 

http://www.sophialaw.jp/about/pdf/evaluation_report_2021.pdf 

・上智大学法科大学院ウェブサイト（【参考】近年の社会人経験者、他学部出身者

の状況） 

http://www.sophialaw.jp/study/course.html 

 

27  六 連携法第六条第一項の認定を受けた同項の法曹養

成連携協定（第二十条の八第二項において「認定法曹

養成連携協定」という。）の目的となる法科大学院（以

下「認定連携法科大学院」という。）にあっては、当該

認定連携法科大学院に入学した者のうち当該認定連

※該当する場合は、別紙様式１－３－２に記載（当様式には記載不要） 



別紙様式１－３－１ 
上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻 

 

No 公表が求められている事項（法令の条文等抜粋） 公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL 等）） 

携法科大学院における教育との円滑な接続を図るた

めの大学の課程（以下「認定連携法曹基礎課程」とい

う。）を修了して当該認定連携法科大学院に入学した

者の占める割合及び当該認定連携法曹基礎課程を修

了して当該認定連携法科大学院に入学した者（当該認

定連携法科大学院の課程を修了した者又は同課程に

在学する者に限る。）であって、司法試験を受けたもの

のうち当該試験に合格したものの占める割合 



別紙様式１－３－２ 
上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻 

基準１－３ 法科大学院の教育研究活動等に関する情報の公表が適切であること 
 

分析項目１－３－２ 法曹養成連携協定を締結している場合は、法曹養成連携協定に関連して法令により公表が求められている事項を公表していること 

 

【分析の手順】 

・法曹養成連携協定に関連して法令が定める教育研究活動等についての情報を、社会に対し、刊行物の配布、ウェブサイトへの掲載等の方法により広く公表

していることを確認する。 

 

法曹養成連携協定に関連して法令が定める教育研究活動等についての情報の公表状況一覧（別紙様式１－３－２） 

※ 公表状況について、ウェブサイトで公表している場合は、その情報が掲載されているウェブページが直接閲覧できる URL を記載してください。ウェブ

サイト以外で公表している場合は、URL ではなく具体的な公表方法を記載してください。 

※ 他の法令等の箇所において記載してもらう場合には、「公表状況」欄において該当 Noを記載しています。 

 

No 公表が求められている事項（法令の条文等抜粋） 公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL 等）） 

 《専門職大学院設置基準 第 20 条の７》 

１ 第１項 

 

 

六 連携法第六条第一項の認定を受けた同項の法曹養

成連携協定（第二十条の八第二項において「認定法

曹養成連携協定」という。）の目的となる法科大学院

（以下「認定連携法科大学院」という。）にあって

は、当該認定連携法科大学院に入学した者のうち当

該認定連携法科大学院における教育との円滑な接続

を図るための大学の課程（以下「認定連携法曹基礎

課程」という。）を修了して当該認定連携法科大学院

に入学した者の占める割合及び当該認定連携法曹基

礎課程を修了して当該認定連携法科大学院に入学し

た者（当該認定連携法科大学院の課程を修了した者

・上智大学法科大学院ウェブサイト（入学者数）

http://www.sophialaw.jp/about/outline.html 



別紙様式１－３－２ 
上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻 

No 公表が求められている事項（法令の条文等抜粋） 公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL 等）） 

又は同課程に在学する者に限る。）であって、司法試

験を受けたもののうち当該試験に合格したものの占

める割合 

 《法曹養成連携協定に関する運用ガイドライン ５ その他法科大学院に求められる事項（１）法科大学院の教育課程等の公表》 

２  ① 教育課程並びに当該教育課程を履修する上で求め

られる学識及び能力 

〇履修の前提となる学識及び能力 

・上智大学ウェブサイト（アドミッション・ポリシー） 

 https://www.sophia.ac.jp/jpn/program/GR/GR_law_juris.html 

・上智大学法科大学院ウェブサイト（アドミッション・ポリシー） 

 http://www.sophialaw.jp/about/admission_policy.html 

〇履修の結果である学識及び能力 

・上智大学ウェブサイト（ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー） 

 https://www.sophia.ac.jp/jpn/program/GR/GR_law_juris.html 

・履修要綱（2022 年度版）26 頁（ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシ

ー）及び 27 頁以下（修了要件・進級要件） 

・自己点検・評価報告書（2020 年 4 月～2021 年 3月）10 頁 

・上智大学法科大学院ウェブサイト（上記履修要綱、自己点検・評価報告書を掲

示） 

https://www.sophia.ac.jp/jpn/studentlife/risyu/houka/itd24t0000001mgg-

att/faei3d000000yuhz.pdf 

http://www.sophialaw.jp/about/pdf/evaluation_report_2021.pdf 

３  ② 成績評価の基準及び実施状況 〇成績評価の基準 

・履修要綱（2022 年度版 22～23 頁） 

・法科大学院ウェブサイト（※履修要綱を掲示） 

https://www.sophia.ac.jp/jpn/studentlife/risyu/houka/itd24t0000001mgg-

att/faei3d000000yuhz.pdf 



別紙様式１－３－２ 
上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻 

No 公表が求められている事項（法令の条文等抜粋） 公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL 等）） 

・自己点検・評価報告書（2020 年 4 月～2021 年 3月）29 頁以下 

http://www.sophialaw.jp/about/pdf/evaluation_report_2021.pdf 

〇成績評価の実施状況 

・法科大学院ウェブサイト（成績評価の実施状況） 

http://www.sophialaw.jp/about/self_check.html 

４  ③ 修了認定の基準及び実施状況 〇修了認定の基準 

・履修要綱（2022 年度版）27頁以下（修了要件・進級要件） 

https://www.sophia.ac.jp/jpn/studentlife/risyu/houka/itd24t0000001mgg-

att/faei3d000000yuhz.pdf 

・法科大学院ウェブサイト（修了要件・進級要件） 

http://www.sophialaw.jp/education/curriculum_general.html 

〇実施状況 

・自己点検・評価報告書（2020 年 4 月～2021 年 3月）の資料１ 

 http://www.sophialaw.jp/about/pdf/evaluation_report_2021.pdf 

５  ④ 司法試験法第４条第２項第１号の規定による認定

の基準及び実施状況 

※令和４年度においては、認定の基準のみ公表対象 

司法試験４条２項１号に規定する者とし、具体的には、①単位要件（所定の単位

（法律基本科目（基礎科目）30 単位、法律基本科目（応用科目）18 単位、司法試

験選択科目である展開・先端科目 4単位）を履修したこと））、②修了見込み要件

（当該在学受験の受験年度を以て修了の見込みがあること）、③在学要件（在学し

ていること）を具体化する形で、司法試験法の改正法が施行される 2022 年 10 月

までに認定基準を公表予定である。 

６  ⑤ 修了者の進路に関する状況 ・上智大学法科大学院パンフレット（2023 年度(入学者向け)版 24 頁） 

  http://www.sophialaw.jp/digitalbook/about2023/#target/page_no=24  
・法科大学院ウェブサイト 

http://www.sophialaw.jp/study/course.html 



別紙様式１－３－２ 
上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻 

No 公表が求められている事項（法令の条文等抜粋） 公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL 等）） 

・自己点検・評価報告書（2020 年 4 月～2021 年 3月）の資料３ 

 http://www.sophialaw.jp/about/pdf/evaluation_report_2021.pdf  

７  ⑥ 志願者及び受験者の数その他入学者選抜の実施状

況に関すること 

・上智大学法科大学院パンフレット（2023 年度(入学者向け)版 35 頁） 

http://www.sophialaw.jp/digitalbook/about2023/#target/page_no=37 

・自己点検・評価報告書（2020 年 4 月～2021 年 3月）の資料６ 

 http://www.sophialaw.jp/about/pdf/evaluation_report_2021.pdf  

８  ⑦ 標準修業年限修了率及び中退率 〇標準修業年限修了率 

・自己点検・評価報告書（2020 年 4 月～2021 年 3月）の資料１ 

http://www.sophialaw.jp/about/pdf/evaluation_report_2021.pdf 

〇中退率 

・自己点検・評価報告書（2020 年 4 月～2021 年 3月）の資料１ 

http://www.sophialaw.jp/about/pdf/evaluation_report_2021.pdf 

９  ⑧ 法律基本科目のうちの基礎科目及び応用科目並び

に各選択科目にそれぞれ該当する、法科大学院で開設

される科目 

・上智大学法科大学院パンフレット（2023 年度(入学者向け)版 18 頁） 

http://www.sophialaw.jp/digitalbook/about2023/#target/page_no=18 

・自己点検・評価報告書（2020 年 4 月～2021 年 3月）の資料９ 

http://www.sophialaw.jp/about/pdf/evaluation_report_2021.pdf 

10  ⑨ 授業料等、法科大学院が徴収する費用や修学に係る

経済的負担の軽減を図るための措置 

・上智大学法科大学院パンフレット（2023 年度(入学者向け)版 33-34 頁） 

http://www.sophialaw.jp/digitalbook/about2023/#target/page_no=35 

・自己点検・評価報告書（2020 年 4 月～2021 年 3月）51 頁 

http://www.sophialaw.jp/about/pdf/evaluation_report_2021.pdf 

・上智大学ウェブサイト（学費の減免、奨学金） 

 https://www.sophia.ac.jp/jpn/studentlife/tuition/gakuhigenngaku.html 

 https://www.sophia.ac.jp/jpn/studentlife/scholarship/index.html 

11  ⑩ 社会人・法学未修者の入学者の割合とそれらの司法

試験合格率 

・自己点検・評価報告書（2020 年 4 月～2021 年 3月）資料１、資料６ 

http://www.sophialaw.jp/about/pdf/evaluation_report_2021.pdf 
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No 公表が求められている事項（法令の条文等抜粋） 公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL 等）） 

・上智大学ウェブサイト（司法試験合格者数、【参考】近年の社会人経験者、他学

部出身者の状況） 

http://www.sophialaw.jp/study/course.html 

12  ⑪ 文部科学大臣が認定した法曹養成連携協定の目的

となる連携法科大学院（以下「認定連携法科大学院」

という。）に入学した者のうち、当該協定の目的となる

法曹コース（以下「認定法曹コース」という。）からの

入学者の割合とその司法試験合格率 

※令和４年度においては、法曹コースからの入学者の割合のみ公表対象 

・上智大学法科大学院ウェブサイト（入学者数）

http://www.sophialaw.jp/about/outline.html 

 

13  ⑫ 在学中受験資格による司法試験の受験者数とその合

格率 

※令和４年度においては、公表対象外（在学中受験は令和５年度から実施される

ため） 



別紙様式２－１－１ 
上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻 

基準２－１（重点評価項目） 教育活動等の状況について自己点検・評価し、その結果に基づき教育活動等の質の維持、改善及び向上に継続的に

取り組むための体制が明確に規定されていること 
 

分析項目２－１－１ 法科大学院における教育活動等の質及び学生の学習成果の水準について、継続的に維持、改善及び向上を図るための体制を整備して

いること 

 

【分析の手順】  

・自己点検・評価の実施に責任を持つ組織及び責任者の役職名（大学における最終的な責任者が学長であることを前提として、法科大学院における教育活動

等の質保証に関して最終的な責任をもつ者）が定められていることを確認する。 

・教育課程、入学者の受入れ、施設及び設備、学生支援等について責任を持つ組織と、自己点検・評価の責任者との連携の状況（委員会等の組織の名称と体

制。複数の組織が共同して行う場合はすべてを記載）を確認する。 

 

責任体制等一覧（別紙様式２－１－１） 

確認すべき要素 法科大学院における状況 根拠規定 

自己点検・評価の実施に責任を持つ組織 

自己点検評価・ＦＤ委員会 

上智大学法科大学院自己点検評価・

ＦＤ委員会規程３条１項 

上智大学法科大学院自己点検・評価

に関する規程第３条 

自己点検・評価の実施にかかる責任者の役職名 
自己点検評価・ＦＤ委員会委員長 

上智大学法科大学院自己点検評価・

ＦＤ委員会規程２条２項 

教育課程、入学者の受入れ、施設設備、学習支援

等について責任を持つ組織と自己点検・評価の責

任者との連携状況 

○教育課程 

（責任を持つ組織）教務委員会 

（連携の状況）教務委員会会議に自己点検評価・ＦＤ委員会委員

長が出席。2022 年度現在、自己点検評価・ＦＤ委員会委員長以外

 

教務委員会規程１条、４条 

 

 



別紙様式２－１－１ 
上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻 

の自己点検評価・ＦＤ委員会委員のメンバーはすべて教務委員会

委員を兼務 

○入学者の受入れ 

（責任を持つ組織）入試・広報委員会 

（連携の状況）2022 年度現在、入試・広報委員会委員長・副委員

長は自己点検評価・ＦＤ委員会委員を兼務 

○施設設備、学習支援等 

（責任を持つ組織）学生生活委員会 

（連携の状況）自己点検評価・FD 委員会副委員長が学生生活委員

メンバーを兼務。 

 

 

 

入試・広報委員会規程１条、４条 

 

 

 

学生生活委員会規程１条、４条 

 



別紙様式２－１－２ 
上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻 

基準２－１（重点評価項目） 教育活動等の状況について自己点検・評価し、その結果に基づき教育活動等の質の維持、改善及び向上に継続的に

取り組むための体制が明確に規定されていること 
 

分析項目２－１－２ 教育課程連携協議会が設けられていること 

 

【分析の手順】  

・関係法令に則して教育課程連携協議会が設置されていることを確認する。 

 

教育課程連携協議会の規程上の開催頻度と前年度における開催実績一覧（別紙様式２－１－２） 

規程上の開催頻度 前年度における開催実績 

年１回 

 

１回（2021 年 10 月 27 日（水）開催） 
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基準２－２（重点評価項目） 教育活動等の状況について自己点検・評価を行うための手順が明確に規定され、適切に実施されていること 

 

分析項目２－２－１ 自己点検・評価を実施するための評価項目が適切に設定されていること 

 

【分析の手順】  

・自己点検・評価を実施するための評価項目が各法科大学院の実情に応じて適切に設定されていることを確認する。 

 

分析項目２－２－２ 自己点検・評価に当たっては、具体的かつ客観的な指標・数値を用いて教育の実施状況や教育の成果が分析されていること 

 

【分析の手順】  

・自己点検・評価の実施に当たり、司法試験合格率、共通到達度確認試験の成績、標準修業年限内修了率、留年率等の具体的かつ客観的な指標・数値を用い

て分析が行われていることを確認する。 

 

分析項目２－２－３ 自己点検・評価に当たっては、共通到達度確認試験の成績等も踏まえ、法学未修者に対する教育の実施状況及び教育の成果が分析さ

れていること 

 

【分析の手順】  

・共通到達度確認試験の成績等を踏まえて法学未修者の教育の実施状況について点検・評価を実施していることを確認する。 

 

基準２－４（重点評価項目） 教育活動等の状況についての自己点検・評価に基づき教育の改善・向上の取組が行われていること 

 

分析項目２－４－１ 教育活動等の状況についての自己点検・評価の結果を踏まえて決定された対応措置の実施計画について、計画に基づいて取組がなさ

れ、実施された取組の効果が検証されていること 

 

【分析の手順】 

・教育活動等の状況についての自己点検・評価の結果を踏まえて決定された対応措置の実施計画について、実施状況及び成果を確認する。 
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自己点検・評価の実施状況が確認できる資料（過去５年分）（別紙様式２－２－１） 

組織の名称 
自己点検・評価において改善・向上等の対応措置が必要とされた事項 

対応計画 
計画の 

進捗状況 

前回評価の

指摘事項 年月 評価項目 内容 分析の状況 

大学改革支

援・学位授

与機構 

2018

年 2月 

科目の分類 〇４区分以外に配置さ

れている授業科目「法

と実務入門」につい

て、教育内容の一部が

法律基本科目の内容に

とどまっているため区

分以外の科目として開

設されることが一層明

らかになるよう教育内

容の改善を図る必要が

ある。 

（2018 年度）4区分に

分類することが困難で

あると判断したので、

科目を廃止することを

法科大学院教授会で決

定した。 

当該科目の廃止 ☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

 

大学改革支

援・学位授

与機構 

2018

年 2月 

成績評価及び修了認定 一部の授業科目におい

て、学生のほとんどが

最上位のランクに評価

されているが、最上位

のランクに評価するこ

とが妥当であるか疑義

があるものがあり、成

績評価の在り方につい

て、全教員に周知徹底

する必要がある。 

○ 一部の授業科目にお

いて、平常点の成績が

ほぼ一律満点となって

（2017～2018年度） 

2018年度の教授会、

FD ミーティングで周知

徹底するとともに、再

発防止のための取組を

教務委員会にワーキン

ググループを設置して

検討中である。 

（2018 年度） 

2019年度の法科大学

院教授会、法科大学院

FD ミーティングで周知

徹底するとともに、再

左記のように、改善

を行った。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

 
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いるため、成績評価の

在り方について、全教

員に周知徹底する必要

がある。 

発防止のために、毎学

期、非常勤を含め、注

意喚起文書を配布する

こととした。 

（2019 年度） 

前年度と同様、法科

大学院教授会および法

科大学院 FDミーティ

ングでの周知徹底と、

全教員への注意喚起文

書の配布を毎学期実施

した。 

（2020 年度） 

前年度と同様、法科

大学院教授会での周知

徹底に加えて、全教員

への注意喚起文書の配

布を毎学期実施して、

各科目担当者全員に対

して、適切な成績分布

になるよう周知徹底し

て、成績評価の改善を

はかった。特に、受講

者が少ない科目につい

ても、成績評価基準を

参考に、バランスよく

成績をつける旨、注意
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喚起を徹底した。 

大学改革支

援・学位授

与機構 

2018

年 2月 

自己点検及び評価等 １授業科目において試

験答案が保管されてい

ないため、すべての授

業科目について適切な

方法で試験答案を保管

する必要がある。 

（2017～2018年度） 

2017年度の法科大学

院教授会、法科大学院

FD ミーティングで周知

徹底するとともに、再

発防止のための取組を

教務委員会にワーキン

ググループを設置して

検討した。 

（2018 年度） 

2018年度の法科大学

院教授会、FDミーティ

ングで周知徹底すると

ともに、再発防止のた

めに、毎学期、非常勤

を含め、注意喚起文書

を配布することとし

た。 

（2019 年度） 

前年度と同様、法科

大学院教授会および FD

ミーティングでの周知

徹底と、全教員への注

意喚起文書の配布を毎

学期実施した。 

（2020 年度） 

左記のように、改善

を図った 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 
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前年度と同様、教授

会での周知徹底と、全

教員への注意喚起文書

の配布を毎学期実施し

た。 

大学改革支

援・学位授

与機構 

2018

年 2月 

入試 2017年度認証評価にお

いて、入学者選抜に当

たって、法科大学院全

国統一適性試験の利用

における入学最低基準

点の設定が適切に行わ

れていなかった。 

法科大学院入試委員

会で検討し、大学改革

支援・学位授与機構の

指摘に対して、以下の

回答を意見書を通じて

行った。「本法科大学

院においては、適性試

験で顕著な成績下位者

を合格させない方針を

立てその基準を「おお

むね下位１５％」と定

め、願書受付期間にあ

わせて具体的な基準点

を公表していた。本法

科大学院においては厳

密に「下位１５％」と

せず、本法科大学院公

表の基準点と下位１

５％との間にある受験

生に対しては面接試験

において、時間をかけ

て丁寧にその適性を確

左記のように、対応

を行った。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

 
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認することで対応して

きた。なお、公表した

基準（おおむね下位１

５％基準）を下回る受

験生は合格させていな

い。現在では適性試験

は実施されておらず、

それに代わる受験生の

評価の手法が各法科大

学院に委ねられている

が、本学でも貴協会の

指摘の趣旨を踏まえ、

これまで以上により受

験生に対して厳格な評

価を行うこととす

る。」 

大学改革支

援・学位授

与機構 

2018

年 2月 

学生の科目履修の態様 2017年度認証評価時の

指摘として、展開・先

端科目について、国際

法科目及び環境法科目

が多数開設され、国際

法科目又は環境法科目

のみで展開・先端科目

の修了要件を充足する

ことが可能とされてお

り、かつ、実際にも国

際法科目又は環境法科

法科大学院の教務委員

会で対応策を検討した

結果、2019年度の春学

期より、科目の選択時

に展開・先端科目の履

修科目に片寄りがない

ように選択することを

学生に促すよう、履修

指導をルーティン化し

た（文書を配布して各

教員に依頼）。また、

左記のように改善を

図った。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

 
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目のみで修了要件を充

足している学生がお

り、学生が多様な分野

の科目を履修するよう

に留意することが必要

である旨、指摘を受け

た。 

2019年度履修要綱よ

り、「展開・先端展開

科目 12 単位の履修に

ついては、甲群（社会

経済法系）・乙群（国

際関係法系）・丙群

（環境法系）の各群か

ら、それぞれ最低 1単

位を履修しなければな

らない」旨記載した

（2019 年度履修要綱

33 頁）。 

文科省 2018

年 12

月 

文科省加算プログラム 2018年度申請の文科省

加算プログラムにおい

て、「全体構想」の資料

作成が要請された。 

自己点検評価委員会に

おいて、パワーポイン

トの資料（プログラム

の工程表）を作成し、

申請書に添付した。 

左記のように対応を

行った。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 

大学改革支

援・学位授

与機構 

2019

年 2～

3月 

自己点検評価年次報告書 2019年 2月 1日学位授与

機構より年次報告書

の結果案が送付され

（1回目）、以下の指摘

を受けた 

 ①適性試験の総受験

者の下位から 15％を

相当程度下回る者を

合格させている。 

 教務委員会で対応策

を検討し、上智大学

の法人部門である上

智学院経営企画グル

ープと調整したうえ

で、①の指摘に対し

て、意見として 

「・適性試験の総受験

者の下位から 15％を

左記のように対応を

行った。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 
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 ②入学者選抜の競争

倍率について、適正に

算出するよう是正す

る必要がある。 

 上記の指摘に対して 1

回目の意見を送付し

たところ、同年 3月 15

日付けで①が取り下

げられ、②のみとなっ

た。これに対して、上

智から「意見なし」と

回答した。 

下回っている者を合

格させたのは事実で

あるが、「相当程度

下回る」ではなく、

単に「下回る」との

表現が適切であると

考える。 

・判断力等について

は、本学法科大学院

としては適格かつ客

観的に評価するため

の対応をしてい

る。」との意見を示

した。理由として

は、 

「本法科大学院におい

ては、適性試験で顕

著な成績下位者を合

格させない方針を立

てその基準を「下位

から概ね 15％を目安

として設定」するこ

ととし、願書受付期

間にあわせて具体的

な基準点を公表して

いる。138点という

水準は下位から 15％
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を下回ってはいる

が、142点までに

86％の受験生が含ま

れる一方、138点の

場合には 87.69％

と、その差は僅少で

あり、「相当程度」

との表現は適切では

ないと考える。 

本法科大学院において

は厳密に「下位

15％」とせず、本法

科大学院が公表する

基準点と下位 15％と

の間にある受験生に

対しては、面接試験

において時間をかけ

て丁寧にその適性を

確認することによ

り、法科大学院にお

ける履修の前提とし

て要求される判断力

等を適格かつ客観的

に評価すべく対応し

てきた。なお、公表

した基準（「下位か

ら概ね 15％」基準）
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を下回る受験生は合

格させておらず相応

の客観性は維持され

ている。 

現在では適性試験は実

施されておらず、そ

れに代わる受験生の

評価の手法が各法科

大学院に委ねられて

いるが、本学でも貴

協会の指摘の趣旨を

踏まえ、これまで以

上により受験生の判

断力等を適格かつ客

観的に評価できるよ

う来年度入試に向け

て検討を開始してい

る。」 

を示した。また、1回

目の②については、 

「貴協会の指摘を踏ま

えた改善を行う。」

との意見を示し、そ

の理由として、 

「本法科大学院におい

ては同一日程試験に

おける既修コース、
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未修コースの併願者

について、既修コー

スに合格した受験生

については未修コー

スの合格者として取

り扱わない旨の方針

を立て、これを入試

要項において受験生

に周知している。本

法科大学院の受験生

はこれを踏まえて受

験しているので、受

験生の取り扱い等の

公平性を害するもの

ではないが、貴協会

の指摘の趣旨を踏ま

え、今後は既修コー

スに合格した併願者

が未修コースの合格

水準にも達している

と判断された場合に

は、未修コースの合

格者として扱う、あ

るいは従来通りの取

り扱いをする場合に

は当該受験生につき

未修コースの受験者
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としてカウントしな

い等の必要な改善を

施すこととする。」 

との理由を明示した。 

文科省 2019

年 2月 

文科省加算プログラム 2018年度申請の文科省

加算プログラムにおい

て、以下の指摘を受け

た。 

【各取組について】 

○ 未修者教育に関す

る取組について、入学

時点における未修者

を確保するため、更な

る工夫改善を期待す

る。   

 

○ 大学の特色ある取

組である国際関係法

教育や環境法教育に

関する取組について

は、 

その実施目的に対し、得

られた成果の妥当性

の検証を進め、内容が

より良いものとなる 

ことを期待する。 

【KPIの設定について】 

2019年度の加算プログ

ラム申請に向けて、調

査分析を行い、次回の

申請に反映することと

する。 

自己点検評価委員会

で左記のような検討

を開始し、2019年

度 10月の申請に反

映した。例として、

未修者教育におい

て、法学実務基礎

Ⅰ・Ⅱ等の課外にお

いて、共通到達度確

認試験に対する課外

ゼミ等を行うことと

した。この申請につ

いては、教務委員会

と法科大学院教授会

でも検討をして了承

を得ている。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 



別紙様式２－２－１ 

上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻 

 13 / 63 

 

○ 取組と目標設定と

の関係性が不明確な

ものや目標値がこれ

までの実績等を踏ま

えて設定されている

のか説明が不十分と

思われるところがあ

ったことから、次年度

以降の実績報告時に

補足説明をするか、必

要な見直しを期待す

る。 

法科大学院

教授会 

教務委員会 

2019

年 4月 

シラバス 2018年度まで、シラバ

スとして、冊子体の要

約印刷版、ワードファ

イルの詳細版、大学の

システムの Loyola掲載

版の 3種が存在し、内

容の重複が存在した 

重複をなくし、シラバ

ス作成の作業量を減ら

す必要がある。 

教務委員会で検討し

た結果、冊子体シラ

バスとワードファイ

ル版シラバスを廃止

し、大学の教学シス

テムである Loyola

掲載版に一本化し

た。法科大学院教授

会でも承認を得た。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

 

法科大学院

教授会 

教務委員会 

2019

年 4月 

未修者教育の充実 文科省加算プログラム

の応募において、未修

者教育のさらなる充実

を図ることを重点項目

とするため、教学改革

を必要とした。 

2018年度まで選択科目

であった法学実務基礎

Ⅰ・Ⅱでは模擬裁判を

実定法科目の授業の進

行とは必ずしも連動せ

ずに行っていた点等。 

教務委員会で検討

し、法科大学院教授

会で承認を得て、次

の施策を行った。ま

ず、法学実務基礎

Ⅰ・Ⅱを必修化し、

 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 
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科目内容を、法学実

務基礎Ⅰについては

模擬裁判をやめて、

法的素養の滋養のた

めに法的な文章の書

き方の指導に徹する

ように内容を変え

る。また、実務基礎

Ⅱは、基礎力の定着

のために、短答式の

過去問や共通到達度

確認試験試行試験の

過去問を素材として

用いるように修正し

た。さらに、選択科

目であった「法律文

書作成の基礎」を未

修者については 1年

次の必修科目とし

た。 

法科大学院

協会（文科

省。中教審

法科大学院

特別部会） 

2019

年 4月 

進級要件 2019年度から実施の全

国共通到達度確認試験

の利用方法 

文科省・中教審法科大

学院特別部会及び法科

大学院協会より、全国

共通到達度確認試験の

利用方法について要請

があった。 

教務委員会で検討

し、法科大学院教授

会で承認を得て、次

の施策を行った。ま

ず、未修 1年次から

2年次については進

級要件として利用

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 
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（全国平均点以上を

要件）、2年次から 3

年次についても、よ

り高得点（全国平均

点プラス 2割程度）

の獲得を進級要件と

して課すこととし

た。 

法科大学院

教授会 

教務委員会 

2019

年 4月 

進級要件 進級要件 GPAの引き上

げ 

進級要件として他大学

では年間 GPA2.0以上

を要件としている等に

対して、本学の 1.6は

数値として低すぎるの

ではないか、との指摘

が教務委員会でなされ

た。 

教務委員会で検討

し、法科大学院教授

会で承認を得て、次

の施策を行った。進

級要件の一つの指標

であるＧＰＡ要件を

1.8に引き上げて、

成績下位の学生をふ

るい落とし、また自

己の法曹への適性に

ついて再考を促すき

っかけとする。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 

法科大学院

教授会 

教務委員会 

2019

年 4月 

成績評価 １・2年次法律基本科目

における成績評価方法

の変更 

教務委員会において、

左記の法律基本科目に

おいて、中間試験を実

施してより段階を踏ん

で成績評価を行うとの

提案があった。 

教務委員会で検討

し、法科大学院教授

会で承認を得て、次

の施策を行った。各

学期の中間段階で 1

週間、テスト期間を

設け、上記対象科目

 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 
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はすべて、期間中の

授業日において中間

テストを実施するこ

ととした。1・2年

生に勉強の契機を与

えるとともに、「書

く」機会を増やし習

慣化することを意図

した措置。 

法科大学院

教授会 

教務委員会 

2019

年 4月 

授業内容・課外学習の内

容 

司法試験短答試験合格

率の向上 

本学出身者の短答試験

合格率が全国平均を下

回っていることについ

て、入学時の日常の学

習段階から対策を講じ

ることの必要性が教務

委員会と法科大学院教

授会において指摘され

た。 

教務委員会で検討

し、法科大学院教授

会で承認を得て、次

の施策を行った。

TKCの基礎力確認テ

ストのコンテンツを

用いて、憲民刑 3科

目について定期的に

学習用問題を利用し

て利用して解答さ

せ、平常点評価に用

いる。未修 1年次に

ついては法学実務基

礎Ⅰ・Ⅱの平常点

に、2年にといては

憲民刑 3科目の平常

点評価に、それぞれ

取組状況を 10％の

☐ 検討中 

☐ 対応中 

☐ 対応済 

 その他 

（  実施を

2022年度も継

続予定  ） 

 
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成績評価要素とし

た。文科省加算プロ

グラムにも組み込ん

でいる。 

法科大学院

教授会 

教務委員会 

2019

年 4月 

入学前学習 入学前学習の機会の提

供・改善 

教務委員会と法科大学

院教授会において、法

学未修者について、実

定法の内容に学習前か

ら触れる機会を提供し

てスムーズに授業に慣

れる道筋を作ること、

及び、既修者について

入学前からの基礎固め

の必要性が指摘され

た。 

教務委員会で検討

し、法科大学院教授

会で承認を得て、次

の施策を行った。憲

民刑 3科目につい

て、授業の導入部に

当たる部分を録画し

て Youtube限定公開

の方法により入学予

定者に配信すること

した。既修者につい

ては、復習用の基礎

固め教材を同様の態

様で配信して、入学

後の学習につなげる

措置を取った。2020

年度からは、Zoom

による録画と配信に

移行して実施してい

る。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

☐ 対応済 

 その他 

（  実施を

2022年度も継

続予定 ） 

☐ 

法科大学院

教授会 

教務委員会 

2018

年 10

月～現

正課外学習 正課外学習のコンテン

ツの充実 

正課の授業の学習を支

援する学習コンテンツ

を作成し、通常の授業

教務委員会で検討

し、法科大学院教授

会で承認を得て、次

☐ 検討中 

☐ 対応中 

☐ 対応済 

☐ 
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在 や入学前学習に利用し

てはどうか、との指摘

が教務委員会でなされ

た。 

の施策を行った。修

了生弁護士に依頼

し、民法を初めとす

る初学者向けの基礎

固め講座をＤＶＤに

録画し、これを在学

生の学習に貸し出す

こと行った。その

後、このコンテンツ

をオンライン配信し

て、修了生の利用も

できるようにしてい

る。この取組は

2021年度も継続し

ており、内容のより

いっそうの充実を図

っている。 

 その他 

（  実施を

2022年度も継

続予定 ） 

法科大学院

教授会 

教務委員会 

2019

年 4月 

カリキュラム改訂 未修者教育の充実 評価項目「教育内容・

教育方法」について、

法学未修者に対する教

育のさらなる充実を図

ることの必要性が教務

委員会で指摘された。 

教務委員会で検討し、

法科大学院教授会で

承認を得て、次の施策

を行ってきた。経過は

以下の通り。 

2016年度より、未修

１年次の夏休みをしっ

かりと活用してもらうべ

く、夏季休暇を利用し

た集中講義として「民

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（  実施を

2022年度も継

続予定 ） 

☐ 
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事法実務基礎演習」

（必修、１単位）を新設

した。実務的な視点も

加えながら、長期休暇

でなければできない基

礎固めをしっかりと行う

ことを狙いとしていた。 

しかしながら、過年度、

夏期集中講義に入る

直前の段階で休学に

入る学生が数名出て

おり、集中講義期間前

に提出した学習課題に

ついて、翌年度以降ど

のように履修をさせる

かという、授業運営上

の困難が生じていた。

未修 1年春学期終了

段階では、民法の学習

の途上であるが故に、

課題として使える素材

が限られる点に起因す

るものであった。そこ

で、2019年度からは

「民事法実務基礎演

習」を廃止することと

し、休学者が復学した
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場合には、民法基礎演

習を履修させて必修科

目に読み替える措置を

とることとした。 

法科大学院

教授会 

教務委員会 

2019

年 4月 

カリキュラム改訂 未修者教育の充実 認証評価の評価項目で

あり「教育内容・教育

方法」について、法学

未修者に対する教育の

さらなる充実を図っ

た。 

教務委員会で検討

し、法科大学院教授

会で承認を得て、次

の施策を行った。

2018年度より、従前

の「応用訴訟実務」を

再編して、「法律文書

作成の基礎」を開設

した。また、従前科目

の履修年次は 3 年次

であったが、「法律文

書作成の基礎」は、1･

2年次とした。 

2019年度入学者

より、同科目を未修

コースの必修科目と

し、単位数を２単位

から１単位に変更し

た。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（   ） 

☐ 

法科大学院

教授会 

教務委員会 

2019

年 4月 

修了要件 修了要件の変更 評価項目「成績評価及

び修了認定」につい

て、修了要件を見直し

た。 

教務委員会で検討

し、法科大学院教授

会で承認を得て、次

の施策を行った。

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

☐ 
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2019 年度入学者よ

り、修了要件を変更

した。 

①修了要件単位数 

未修コース：合計

101 単位【必修 72 単

位、選択必修 24 単位

（法律基本２単位、

法律実務基礎６単

位、基礎法学・隣接

４単位、展開・先端

12 単位）選択５単

位】 

既修コース：合計 67

単位【必修 40 単位、

選択必修 20 単位（法

律実務基礎４単位、

基礎法学・隣接４単

位、展開・先端 12 単

位）選択５単位】 

②GPA 要件 

各年次の GPA が 1.8

を下回らない。 

（   ） 

法科大学院

教授会 

教務委員会 

2019

年 4月 

進級要件 進級要件の変更 認証評価の評価項目

「成績評価及び修了認

定」について、進級要

件を見直した。 

教務委員会で検討

し、法科大学院教授

会で承認を得て、次

の施策を行った。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

☐ 
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すなわち、2019年

度入学者より、進級

要件を変更した。 

①GPA要件 

各年次の GPA が 1.8

を下回らない。 

②確認試験要件 

未修コース： 

a) 1 年次から 2年次

への進級時：共通

到達度確認試験に

おいて法科大学院

教務委員会の定め

る一定の基準を充

足する。 

b) 2年次から 3年次

への進級時：法科

大学院の実施する

到達度確認試験に

おいて法科大学院

教務委員会の定め

る一定の基準を充

足する。 

既修コース： 

法科大学院の実施す

る到達度確認試験

を受験し、法科大

（   ） 
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学院教務委員会の

定める一定の基準

を充足する。 

 

大学改革支

援・学位授

与機構 

2019

年 6月 

入試 入試問題の出題 2017年度認証評価にお

いて、入学試験と上智

法学部の学部期末試験

との試験問題の重複の

可能性について、確認

があった。 

入試委員会で対応

策を検討し、法科大

学院で以下のように

決定して実行に移し

た。 

入試問題の出題依

頼時に、その都度、

学部の期末試験の問

題との重複のないこ

との注意喚起を行

い、かつ、学部の期

末試験を収集したう

えで、問題の重複が

ないことを確認する

ことをルーティン化

した。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

 その他 

（  実施を

2022年度も継

続予定 ） 

☐ 

上智大学法

学部教授会 

法科大学院

教授会 

教務委員会 

2019

年 6月 

法曹コースとの連携 法曹コース科目の設

置・法科大学院との合

同開講科目の開講 

①学部科目の法曹コー

ス「応用演習」設置及

び②一部展開先端科目

の学部との合同開講 

上智大学法学部と

の法曹養成連携協定

の締結に関連して、

法科大学院として、

以下の対応を行った

（検討は教務委員会

を中心としてて行

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（   ） 

☐ 
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い、法科大学院教授

会で承認済み） 

まず、①につき、法

曹コース検討委員会

（学部・法科合同）に

て科目の調整、早期

卒業要件等の検討。

法曹コース生向けに

法学部演習を開設。 

特に司法試験の時期

との関係。会社法後

半部分を演習科目と

して開講。3 年秋に

開かれている商法演

習を学部へ。3 年次

秋の「民法と要件事

実」を法曹コース 3

年秋へ移転。学部と

法科の連結を図るた

めのクラスとして再

配置。 

 ②につき、学部で

も展開・先端科目や

基礎法科目を受講で

きるように学部と講

義と重ならないもの

を合同開講とする。 
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法科大学院

教授会 

教務委員会 

2019

年 6月 

学習支援・強化 自学自習教材の開発 学生全体の学力向上の

ための施策。 

基礎学力の基本 7 法

について、重要な用

語の定義等をまとめ

た自学自習用の教材

を作成して学生に配

布した。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

 その他 

（ 法改正に

応じてアップ

デートしてい

る） 

☐ 

上智大学法

学部 

法科大学院

教授会 

入試委員会 

2019

年 11

月～12

月 

法学部との連携 法曹養成連携協定の文

科省への申請 

法学部の優秀層を法科

大学院に進学するよう

に誘導し、司法試験合

格率の改善を目指す。

申請時の参考資料とし

て、以下の数値を用い

ている（申請時の附属

資料様式 3）。ただし、

申請時の定員は 20名

としたが、認可が認め

られたのは右のとおり

である 

①－１ 法曹コース修

了者の法科大学院修

了直後の司法試験合

格率 

（目標値）  

50％（合格者 5名／受

文科省に申請した

結果、5年一貫型特

別選抜について 8

名、開放型について

2名の合計 10名の

法曹コースの設置が

認められた。その

後、入試委員会を中

心として、5年一貫

型入試の枠組みの具

体的な検討に入っ

た。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（   ） 

☐ 
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験者 10名） 

①－２ 法曹コース修

了者の法科大学院在

学中の司法試験合格

率 

＊修了者 20名中、在

学中に合格できなか

った 10 名について

の記載である。 

（目標値） 

50％（合格者 10 名／

受験者 20名） 

②①において合格が見

込まれる学生の法曹コ

ース修了時の GPA（3

年次早期卒業） 

法学部開講科目 GPA 

3.0 

文科省 2020

年 1月 

文科省加算プログラム 委員の所見として、以

下の指摘を受けた。 

【取組区分①－１】 

〇 昨年度の本委員会

のコメントにも適切

に対応しており、概ね

順調に進捗している

と評価できる。ただ

し、実績値が基準値を

①－１に関する指摘

については、翌年の

KPI 値の見直しに反映

するように、各項目に

ついて分析を行い、修

正したものを文科省に

提出した。未修者標準

年限修了率等について

は、既に行った進級要

教務委員会で検討

し、法科大学院教授

会で承認を得て、左

記のように対応を行

った。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（   ） 

 
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下回っている項目に

ついては、もう少し丁

寧に自己分析をし、必

要に応じて改善策を

検討することやＫＰ

Ｉの適切性の見直し

に十分な評価を得る

ことができず、十分な

評価が得られなかっ

た項目の見直しを適

切に実施してほしい。 

 

【取組区分①－２】 

○ 共通指標（修了後 1

年以内の司法試験合

格率）を削除してお

り、実績について進捗

状況が十分であると

の判断ができないた

め、Ｂ評価とする。ま

た、標準修業年限修了

率については、未修者

の標準修業年限修了

率が 81.8%であるのに

対し、既修者の標準修

業 年 限 修 了 率 が

33.3％である要因を

件の見直し等で対応し

ている。ただ、修了生

支援の項目について

は、2020年 4月から修

了生向け自習室（四谷

研修室）をコロナ禍を

理由に閉鎖する等の状

況がその生じたため、

対応の変更を余儀なく

された。 

 ①－２に関する指摘

については、未修者・

既修者双方の標準修業

年限内修了率を比較し

検討することとした。 

【令和元年度（2019年

度）評価からの見直し

部分について】は、

2020年 2月初めに文科

省に修正し利用を提出

した。 
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分析し、改善に努める

べきと思われるとと

もに、取組状況の具体

的な内容や取組によ

り成果が出たものな

のか説明が不十分の

ため B評価とする。 

【取組区分③】 

〇 「大学の枠を超えた

模擬仲裁・模擬調停・

予防法務ワークショ

ップ」については、重

要な取組であり、継続

的にトップスクール

の学生が参加してお

り、学生アンケートの

評価も高いことから

Ｓ評価とする。また、

環境法に関する取組

についても、 

大学の強みを生かした

取組であり、順調に進

捗していると評価す

る。 

【令和元年度（2019 年

度）評価からの見直し

部分について】 
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○ 別添の事務局から

の指摘を踏まえ、早急

に見直していただきた

い。 

大学改革支

援・学位授

与機構 

2020

年 2月

～3月

（2019

年度） 

重点基準を満たさないお

それのある事項 

当該法科大学院を修了

した者に対する、当該

法科大学院の修了を受

験資格として司法試験

を受験し合格した者の

割合が、全国平均の割

合の２分の１に満たな

いため、重点基準１－

１－２を満たさないお

それがある。 

司法試験の合格率の上

昇のための措置を講じ

ることが必要である。 

教務委員会で検討

し、法科大学院教授

会で承認を得て、次

の施策を行っている

すなわち、入試にお

ける選抜の厳格化、

進級要件の厳格化、

法曹コースからの進

学者受け入れに向け

ての環境整備等によ

り、合格率の上昇を

目指す。 

☐ 検討中 

 対応中 

☐ 対応済 

☐ その他 

（   ） 

☐ 

法科大学院

教授会 

教務委員会 

学生生活委

員会 

2020

年 3月

～4月 

新型コロナウイルス感染

症への対応 

2020年 3月に入り新型

コロナウイルス感染症

の感染者がキャンパス

内でも確認されたた

め、いわゆる「三密」

になりやすい学習環境

への対応が求められ

た。 

学生の安全な学習環境

への配慮が必要となっ

た。 

教務委員会で検討

し、法科大学院教授

会で承認を得て、次

の対応を行った。  

2020年 3月 17日以

降の在学生自習室・

修了生自習室（四谷

研修室）の利用自粛

を強く要請し、自宅

での学習を中心とす

ることを要請した。

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（   ） 

☐ 
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研修室について、既

に 4月以降の利用申

込者に対しては返金

処理を財務に要請し

て対応。自習室も研

修室も、対面授業再

開まで開室しないこ

とを決定。 

法科大学院

教授会 

教務委員会 

2020

年 3月

～5月 

新型コロナウイルス感染

症による授業開始時期の

遅延・授業方法の変更 

2020年 4月からの緊急

事態宣言発出の可能性

に伴い、授業開始時期

が遅れることが予想さ

れた。 

授業開始時期が遅れる

ことから、4月初めか

ら授業開始までの間の

学生の学習への対応が

必要となった。 

教務委員会で検討

し、法科大学院教授

会で承認を得て、次

の対応を行った。 

・新入生（未修）に

対しては、入学前の

事前学習教材を

YouTube限定公開の

形で提供し、複数回

の視聴と視聴確認の

レポートの提出を求

めた。新入生（既

修）については、既

に配信済みのオンラ

イン学習コンテンツ

の視聴とその確認レ

ポートの提出を求め

た。なお、上智大学

の授業開始は 5月

 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（   ） 

☐ 
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25日からとなった

が、法科大学院は 4

月 27日よりオンラ

インでの授業開始を

決定した 14週の授

業を維持。学部等は

実質 10週）。入学ガ

イダンスもオンデマ

ンドで実施した。視

聴確認には、毎回簡

単な課題を出して提

出させることで行う

などとされた。同様

の措置を在学生に対

しても行い、オンラ

イン上の学習コンテ

ンツを視聴させ、確

認レポートを提出さ

せた。 

・全学の方針によ

り、オンライン授業

への移行を決定。た

だし、ネット環境に

ついて学生間に差が

あるため、リアルタ

イムでのオンライン

授業は全学の方針か
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ら不可とされたた

め、オンデマンドの

みとなった。 

・学生の質疑応答へ

の対応は、複数回リ

アルタイムでの質疑

応答の機会を設ける

ことや、Moodleや

TKCを利用して質問

に対応することとさ

れた。 

・2022年度春学期

については、全学の

方針により期末試験

実施不可（対面・オ

ンラインともに）と

なったため、複数回

のレポート提出によ

り厳格な成績評価を

継続することとし

た。 

・学習支援の一環と

して、従来は対面で

行っていたチュータ

ー・担任補佐と学生

との交流会も、オン

ラインへ移行。チュ
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ーター自主ゼミもオ

ンラインで実施。 

・4月～5月は緊急

事態宣言に合わせ、

法科大学院事務室・

法科大学院図書室な

ど、大学の各部署・

施設が休業した。教

授会等も全てオンラ

インでの実施に移行

した。 

・学生のオンライン

授業インフラとして

のネット環境につい

てアンケートの実施

を決定。 

・当面の担任補佐配

置の停止を決定（修

了生弁護士の側のネ

ット対応の状況の考

慮）。 

・エクスターンシッ

プについては、新型

コロナウィルスの影

響を考え、春学期の

派遣要請は中止。官

庁のエクスターシッ
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プも中止された。し

かし、2020年度秋

学期は派遣先の受け

入れの可否を確認

後、2021年 2月に

実施の運びとなっ

た。その後も 2021

年度春学期（同年 8

月）派遣も実施され

た。 

法科大学院

教授会 

入試委員会 

2020

年 4月

～2021

年 1月 

入試 新型コロナウイルス感

染症対応のための入試

方法の変更 

法科大学院入試につい

て、筆記試験・面接試

験等の対面実施を従来

どおり行うかどうかの

検討が必要となった。 

入試委員会で検討

し、法科大学院教授

会で承認を得て、次

の対応を行った。・

2021年 7月～9月の

AB日程につき、筆

記試験は通常どおり

実施、面接は完全に

オンラインで実施し

た。Zoom情報やパ

スコードは事前に受

験生と面接担当者に

伝え、当日、冒頭よ

り院長から面接担当

者に説明して実施し

た。 

・2021年 1月実施

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（   ） 

☐ 
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の C日程では、筆

記・面接同日実施の

ためオンラインでの

面接は断念し、面接

時間を 10分以内と

すること等で対応し

た。 

・2021年度入試説

明会も、3回とも全

てオンライン実施の

みとした。 

法科大学院

教授会 

教務委員会 

2020

年 7月

～2021

年 1月 

期末試験 2021年度秋学期に、中

間試験・期末試験を対

面で実施するかどう

か。 

2020年 7月時点では

9 月下旬からの授業方

針（対面かどうか）は

不明であったが、厳格

な成績評価の観点か

ら、法科大学院は、期

末試験について対面で

の実施を大学当局（学

事センター）に求め

た。しかし、この要望

は通らず、授業もオン

ライン継続（自習室も

閉室のまま）となった

ため、授業期間内に中

間試験・期末試験をい

ずれもオンラインで実

教務委員会で検討

し、法科大学院教授

会で承認を得て、左

記のように対応し

た。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（   ） 

☐ 
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施することを決定し

た。そのうえで、オン

ライン定期試験につい

て、不正行為防止の実

施マニュアルや監督上

の留意点の文書（オン

ライン定期試験実施要

綱）を作成して教員に

配布した。秋学期科目

のシラバスの定期試験

の実施方法の記載も修

正を行った。 

なお、10月の教育課

程連携協議会におい

て、他大学の経験につ

いて対応状況を示して

頂き、上智でのオンラ

イン試験実施の参考と

した（2020年 10月教

育課程連携協議会議事

録参照）。 

法科大学院

教授会 

教務委員会 

2020

年 7月 

修了生支援 コロナウイルス感染症

対応で修了生自習室の

閉室が続く中での支援

策 

四谷研修室も当時の状

況では開室することが

難しいため、修了生サ

ポートとして、TKCの

プランで、一人一年間

3,000 円弱のものの導

教務委員会で検討

し、法科大学院教授

会で承認を得て、左

記のように対応し

た。 

 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（   ） 

☐ 
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入を検討（修了生サポ

ートシステム）。修了

生に対して法科事務室

から通知をするという

機能もあるので便利。

9 月の短答終了後に一

度 10名程度で募集を

かけ、その後、また改

めて募集をするという

形で実施した。3名の

応募があった。 

法科大学院

教務委員会 

2020

年 9月 

オンライン授業 2020年春学期のオンラ

イン授業の現状把握・

学生の側の評価 

学生側のオンライン授

業に対する受け止め方

について、アンケート

を実施。 

１ オンデマンド授業 

（１）利点 

・聞き直すことができ

るので、聞き逃して

も再度聞けるし、分

からないところも考

えながら聞くことが

できる。※リアルタ

イム授業でも、録画

していれば同じかも

しれない（２－２

１）。 

教務委員会で検討

し、左記のように分

析した結果、秋学期

からのオンライン授

業に生かすよう、教

員に結果をフィード

バックした。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

 

☐ 
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・自分の都合の良いタ

イミングで受講でき

る（自由度がき

く）。※上記２つの

意見は多い。 

・ノートをまとめなが

ら受講できる。再生

履歴を残すためだけ

に視聴する人にはい

みがないかもとの意

見（３－１）。 

（２）マイナス面 

・集中力が落ちる。頭

に入りにくい。※適

宜休憩を入れながら

聞くことができるの

で集中できるとの意

見あり（２－９）。 

・適宜質問できない。

※Zoom 等を使った質

問の機会が設けられ

ていれば、ある程度

回避可能（２－３） 

・板書がないのが不

満。 

 

２ リアルタイム授業 
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（１）利点 

・双方向の授業ができ

る。 

・チャットで気軽に質

問しやすい。※但

し、逆の意見もあり

（→（２）第２・） 

・集中して取り組め

る。 

・会話形式のほうがオ

ンデマンドより頭に

入りやすい（双方向

授業と同趣旨か）。 

・他の人の質問と教員

のやり取りが聞ける

ので、その点勉強に

なる。 

・グループディスカッ

ションができる（ブ

レークセッションの

ことかと思われ

る）。 

（２）課題 

・回線状況が悪い場合

に聞き取れない等の

問題がある。※録画

していれば回避可能
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な問題。 

・周りに気を使って発

言しにくい（１－１

７）。※やや意味不

明（リアルタイム授

業に限った話ではな

い）。 

（３）要望等 

・教員側は映像を出し

てほしい。授業に参

加している感覚のた

め（２－１２）。 

・通常授業とかわらな

いクオリティーなの

で不満はない。※但

し、反対の意見あ

り。 

 

３ まとめ 

・それぞれ一長一短あ

り。 

・リアルタイム授業を

望む学生が若干いる

が、オンデマンドを

望む学生が多い。オ

ンライン授業をする

なら、ということで
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はなく、今後もオン

デマンドを継続して

ほしいというニュア

ンス。対面授業不

要？教員としてはど

う考えるか？ 

法科大学院

教授会 

教務委員会 

学生・生活

委員会 

2020

年 10

月～11

月 

学生生活・施設利用 法科大学院図書室の開

室 

・2020 年 5月末の緊急

事態宣言解除後、上智

大学は学生の入構を事

前申請ある場合に限っ

ていた。中央図書館の

利用も事前申請必要。 

・これに対して、法科

大学院図書室は自習室

閉室後同年 10月時点

でも閉室を継続。 

・一方で、学生の学習

の資料の利用や教員の

研究を考慮して、部分

的に開室する必要性も

指摘されていた。 

・そこで、ひとまず

月・水・金の 13～16

時に限って開室する方

向で中央図書館と調

整。学部・他研究科秋

学期一部対面授業のた

教務委員会と学生生

活委員会で検討し、

法科大学院教授会で

承認を得て、左記の

ように対応した。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 
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めの図書館と利用の緩

和に併せて、11月中よ

り開室することとなっ

た。 

法科大学教

授会 

教務委員会 

学生・生活

委員会 

2020

年 10

月～

2021

年 4月 

学生生活・施設利用 法科大学院自習室・修

了生自習室（四谷研修

室）の利用再開 

・2020 年秋学期も法科

大学院はオンライン授

業を継続。学生は自宅

で学習。一方で 2019

年度自習室中心で学習

していた学生から利用

再開の希望あり。修了

生自習室も同様の状

況。 

・自習室の再会を大学

当局（総務局）と調

整。保健センターの看

護師の方より,机の配

置を一つおきとするこ

とや,通常はオートロ

ックの入り口を常時開

放することで喚起をす

ることなどを遵守すれ

ば,開室も可能との返

答。4月初めよりの開

室を決定して利用再

開。一方、修了生研修

室については、司法試

教務委員会と学生生

活委員会で検討し、

法科大学院教授会で

承認を得て、左記の

ように対応した。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

☑ 対応済 

☐ その他 
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験終了後に利用を再開

することとした。司法

試験直前の学習環境の

変更を避けるため。 

・ただし、座席数は一

つおきの利用のため、

半分しか使えず、休学

者の机は修了生の部屋

に割り当てることとし

た。 

・大学当局から、自習

室の管理体制について

も検討を要請されてい

た。1年間の閉室前に

自習室利用の経験のあ

る未修 2 年生を中心

に、管理者を募って体

制を再構築するように

要請、複数の学生から

協力の受諾があり,開

室に至った。 

法科大学院

教授会 

教務委員会 

2021

年 1月

～2月 

進級試験 コロナウイルス感染症

対応可での共通到達度

確認試験及び上智独自

の進級試験の扱い 

上智大学は 2020年 9

月下旬以降も対面授業

へは移行せずオンライ

ン授業を継続。教室を

使わない状況が続いた

ため、進級試験の実施

教務委員会で検討

し、法科大学院教授

会で承認を得て、次

のように対応した。

未修 1年次の共通到

達度確認試験及びこ

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（   ） 

☐ 
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に特段の考慮が必要と

なった。 

れを 2年から 3年の

進級に利用する進級

試験については、大

学当局（学事センタ

ー）に許可を願い出

て、感染症対策を徹

底することを条件に

承認され、対面で実

施。他方、2年独自

の進級試験（基礎論

述力確認試験）につ

いては、長時間一教

室に集まる異なるた

め、実施を見送らざ

るを得なかった。 

文科省 2021

年 3月 

法科大学院公的支援見直

し・加算プログラム 

加算プログラムでの指

摘事項 

【取組区分①－１】 

○ 司法試験合格率の

2020 年度実績値は算出

不可であるが、司法試

験合格率の 2019年度実

績値が低い水準にあっ

たことから、なお一層

の工夫改善に努めてい

ただきたい。 

【取組区分①－２】 

○ 標準修業年限修了

率について、実績値が

教務委員会で分

析・検討し、法科大学

院教授会で承認を得

て、次のように対応

した。 

・2019年度の加算プ

ログラムの審査結果

では、基礎額算定率

は 70％評価 Bであっ

たが、2020 年度は

60％評価 C となっ

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（   ） 

☐ 
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2019 年度実績値を下回

っているため、今後の

実績値上昇に向けて、

どのような取組が有効

であったのかを分析の

上で必要な工夫・対策

を講じつつ、取組を着

実に実施いただきた

い。 

た。 

 基礎額算定の考慮

要因は、 

• 直近 5年間の司法

試験累積合格率 

• 直近 5年間の法学

未修者の司法試験累

積合格率 

• 過去 3年の修了後

1 年目の司法試験合

格率 

• 直近の入学者選抜

競争倍率 

• 直近の入学者数 

• 夜間開講・地域性  

 である。上智大学

法科大学院は夜間開

講はしておらず、ま

た首都圏にあるた

め、地方の法科大学

院のように「地域性」

を考慮要因として獲

得することはできな

い。直近の入学者選

抜競争倍率は概ね 2

倍を維持している

が、直近の入学者数
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では、2019年度 40名

で定員を充足した

が、2020年度は 24名

の入学にとどまっ

た。これは、入学者の

質を重視して入試の

合格者数を絞った結

果である。 

 他方で、司法試験

累積合格率等の最初

の 3 つの指標は、い

ずれも低迷している

ことは否定できな

い。法曹コース 5 年

一貫型入試が始まり

これらの学生が受験

するまで、この傾向

が大きく変わること

はないと予想され

る。 

 一方で、加算率に

ついては 2019 年度

の評価は B で加算率

5％であったのに対

し、2020年度は評価

A で 15％となった。

国際仲裁 ADR や環境
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教育といった本学の

特色ある教育プログ

ラムは相変わらず高

い評価を得ることが

でき、結果として、基

礎額算定率は 60％だ

ったが、加算率が

15％と上昇したた

め、全体として 75％

の配分率となり、前

年度と同じ配分率に

落ち着いた。 

 法曹コースの取組

み等により司法試験

合格率を大きく改善

することに引き続き

注力するとともに、

特色あるプログラム

による更なる加算を

目指すこととする。 

よりいっそうの強化

策としては、修了生

に対する支援とし

て、オンラインで利

用可能な学習コンテ

ンツの充実や、コロ

ナ禍での修了生自習
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室の利用再開等、で

きる支援策を拡充し

ていく。 

・標準修業年限内修

了率については、成

績不振による留年ば

かりではなく、疾病

による休学や、経済

的理由による休学か

ら退学に到る事例な

ど、一概に本人の努

力でどうにかなると

いうものでないケー

スも少なくない。こ

のような事情から修

了年限が遅れるもの

について、標準修業

年限内修了率に現れ

る洗ことは避けられ

ない。学生本人の事

情を面接等でこまめ

に把握していくこと

で対応することとし

た。 

大学改革支

援・学位授

与機構 

2021

年 2～

3月

自己点検評価・重点基準

を満たさないおそれのあ

る事項 

①当該法科大学院を修

了した者に対する、当

該法科大学院の修了を

①について、司法試験

合格率上昇のための措

置が必要である。 

教務委員会を中心

として検討し、法科

大学院教授会で承認

☐ 検討中 

 対応中 

☐ 対応済 

☐ 
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（2020

年度） 

受験資格として司法試

験を受験し合格した者

の割合が、全国平均の

割合の２分の１に満た

ないため、重点基準１

－１－２を満たさない

おそれがある。 

②行政法を担当する専

任教員が配置されてい

ないため、重点基準８

－２－２を満たさない

おそれがある。 

②について、行政法専

任教員の配置が必要で

ある。 

②について意見申立て

を行ったが、原案通り

となった。 

を得て、次のように

対応を図ることとし

た。 

①につき、入試に

おける選抜の厳格

化、進級要件の厳格

化、法曹コースから

の進学者受け入れに

向けての環境整備等

により、合格率の上

昇を目指す。 

②について、学部所

属教員から法科大学

院専任教員への配置

換えを行った。 

☐ その他 

（   ） 

法科大学院

教授会 

入試委員会 

上智大学法

学部法曹コ

ース運営委

員会 

2020

年 11

月～

2021

年 10

月 

法曹養成連携協定関連 2022年 4月からの法曹

コース出身者の法科大

学院既修コースへの受

け入れのための新たな

入試区分の設定 

2019年度中に上智大学

法学部と上智大学同法

科大学院との間で、法

曹養成連携協定を締結

し、2020年 4月より同

法学部に法曹コースを

設置した。同時に、

2023年度からの司法試

験在学中受験に対応し

た、法曹コース出身者

を受け入れる新たな入

試区分を設ける必要が

入試委員会で検討

し、法科大学院教授

会で承認を得て、次

のように対応した

（法学部法曹コース

運営委員会とも調整

済み）。5年一貫型

特別選抜入試につ

き、2021年 9月 4

日の一般入試 B日程

第 1次試験と同日に

志願者の面接を行う

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（   ） 

☐ 
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生じた。 こととし、B日程第

1次試験の合格発表

に併せて合否を発表

することとした。詳

細は、2021年度法

科大学院入試要項を

参照。5年一貫型特

別選抜で 10名の志

願者に対して 8名の

合格、開放型で 1名

の合格を得た。その

後、開放型 1名は他

大学進学を表明して

入学を辞退したもの

の、5年一貫型の合

格者は全員入学手続

をした。 

法科大学院

教授会 

教務委員会 

上智大学法

学部法曹コ

ース運営委

員会 

2020

年 4月

～2022

年 3月 

法曹養成連携協定関連 2022年 4月からの法曹

コース出身者の法科大

学院既修コースへの受

け入れ、及び、2023年

7月の司法試験在学中受

験に対応した新カリキ

ュラムの制定 

2019年度中に上智大学

法学部と上智大学同法

科大学院との間で、法

曹養成連携協定を締結

し、2020年 4月より同

法学部に法曹コースを

設置した。同時に、

2023年度からの司法試

験在学中受験に対応し

た、法曹コース出身者

教務委員会で検討

し、法科大学院教授

会で承認を得て、次

のように対応した。 

在学中受験を目指す

学生と、従来どおり

修了後受験を目指す

学生双方に対応した

新カリキュラムを策

定し、未修者につい

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（   ） 

☐ 
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を受け入れる新カリキ

ュラムの検討が必要と

なった。 

ては 2021年度か

ら、既修者について

は、2022年度 4月

から適用することと

した。詳細は、2022

年度法科大学院履修

要綱及び別添の

「2021年度開始の

法科大学院新カリキ

ュラムの骨子(認証

評価資料)」を参

照。 

文科省 

 

 

 

2021

年 10

月～

2022

年 1月 

法曹養成連携協定関連 法曹養成連携協定関連

の改訂について 

 2021 年度より開始し

た新カリにおいて刑事

訴訟法基礎Ⅱを新たに

設けたところ、法曹養

成連携協定締結時には

なかった科目であるた

め、連携協定の学部科

目と法科大学以下木の

組み替え表の修正が必

要である旨、文科省よ

り指摘を受けた。ま

た、法学部・法科大学

院の合同開講科目につ

いて、法学部法曹コー

ス生の先取履修を認め

教務委員会で検討

し、法科大学院教授

会で承認を得て、次

のように対応した

（法学部法曹コース

運営委員会とも調整

済み）。 

法曹養成連携協定

の別表を修正して学

部・法科大学院の合

同教授会で決議をし

た後、法科大学院教

授会でも同様の議決

を行って連携協定に

ついて修正をした

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（   ） 

☐ 
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るべきところ、連携協

定の別表の記述が十分

ではなかったことが判

明した。 

後、2021年 1月下

旬に、文科省に修正

に届出を行った。 

法科大学院

教授会 

教務委員会 

法曹コース

運営委員会 

2021

年 10

月～11

月 

法曹コース出身者の法科

大学院入学に対する対応 

上智大学大学院学則・

法科大学院履修規程の

改訂 

法曹コース出身者の単

位認定に関して、学則

18 条・21 条の 3、大

学院履修規程 6 条・8 

条の改正の必要が生じ

た。 

教務委員会で検討

し、法科大学院教授

会で承認を得て、次

のように対応した。 

他大学から開放型入

試で入学した者は、

法科大学院履修規程

8 条に基づき各年度

において 44 単位ま

で履修可能だが、本

学法曹コース出身者

のような単位認定に

関する優遇は受けら

れない。他大学法曹

コース出身者が一般

入試で入学した場

合、「準ずる者」に

認定されなければ

44 単位までの増加

措置の適用はなし。 

 また、専門職大学

院設置基準 21 条 1 

項および 22 条 1 項

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（   ） 

☐ 
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によれば、設置基準

上、既修者認定と、

法曹コース出身者の

先取り履修を除け

ば、学部の単位を認

定することはできな

い（入学前単位も在

学中の履修もできな

い）ことが判明し

た。 

 これらの事項に対

して法科大学院履修

規程等、関連する規

程の箇所の改訂を行

った。 

法科大学院

教授会 

教務委員会 

法曹コース

運営委員会 

2021

年 10

月～11

月 

法曹養成連携協定関連 法曹コース出身合格者

の単位認定 

・連携協定締結時に、

①憲法基礎(4)、民法

基礎Ⅰ～Ⅳ

(4+3+2+1)、刑法基礎

(4)、商法基礎(4)、民

事訴訟法基礎(4)、刑

事訴訟法基礎（旧カ

リ、2）の一括認定、

②行政法基礎(2)、英

米法(2)、法哲学(2)に

ついて個別の単位認定

で合意済。③共同開講

教務委員会で検討

し、法科大学院教授

会で承認を得て、左

記のように必要な対

応と修正を行った

が、さらに次のよう

な課題が残ることが

確認された。 

・残課題は以下のと

おり。㋑刑事訴訟法

基礎の読替え変更

（協定変更 or法科

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（   ） 

☐ 
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科目については学部単

位と法科単位のどちら

かで認定。 

・5 年一貫型特別選抜

入学者、開放型入学者

で本学法曹コース出身

者については上記協定

に従って入学時に単位

認定（刑訴については

要変更で審議） 

・他大学出身の開放型

入学者（本年度は 0）

については連携協定が

ないので一般の既修者

として扱う。行政法基

礎は必修で、英米法、

法哲学も選択科目とし

て履修。 

 

としての単位認

定）、㋺いわゆる

「準ずる者認定」合

格者の扱い。とくに

本学法曹コース出身

者の扱い、㋩個別免

除科目と共同開講科

目の単位認定申請の

時期と手続。 

 以上の課題につい

ては、11月の法科

大学院で審議し、承

認された。 

法科大学院

教授会 

教務委員会 

法曹コース

運営委員会 

2021

年 11

月～

2022

年 1月 

法曹養成連携協定関連 司法試験選択科目に関

する履修科目（展開・

先端科目）の配当年次

の変更 

司法試験の在学中受験

の要件に、司法試験選

択科目についての履修

科目 4 単位の単位取得

が必要となるため、現

在一部の科目は 3 年次

配当とされてため、修

正が必要となった。 

教務委員会で検討

し、法科大学院教授

会で承認を得て、次

のように対応した。

倒産法、経済法、知

的財産権法、租税

法、環境法、国際関

係法（公法系）、国

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（   ） 

☐ 
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際関係法（私法系）

に関するすべての科

目について、配当を

2・3 年次に変更し

た。 

法科大学院

教授会 

教務委員会 

法曹コース

運営委員会 

2021

年 11

月～

2022

年 1月 

法曹養成連携協定関連 法曹コース出身者の 2

年制コース（既修）受

け入れと司法試験在学

中受験に関連する法科

大学院履修規程等の改

訂 

法曹コース出身者、及

び「準ずる者」等、司

法試験の在学中受験に

関連する部分の履修規

程等の変更が必要にな

った。 

教務委員会で検討

し、関連する規程の

条項について必要な

修正を行い、法科大

学院教授会で議決、

承認した（法学部法

曹コース運営委員会

とも調整済み）。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（   ） 

☐ 

文科省 2022

年 1月

～ 

文科省加算プログラム 全体における意見所見 

【取組区分①－１】 

○ 未修者司法試験合

格率について、2021年実

績値が、基準値や過去の

実績値を下回っている

ため、合格率を上昇させ

るための取組を検討の

上、必要な工夫・対策を

講じていいただきたい。 

○ 未修者司法試験合

格率（修了後１年以内）

は、目標値を達成してい

るが、受験者数が前年の

・2022 年度からの法曹

コース修了者の既修へ

の進学に伴い、未修者

の教育を強化するた

め、従来の法学実務基

礎Ⅰ（春・2単位）・Ⅱ

（秋・2単位）を再編

し、秋学期に憲民刑の

復習をしつつ文章作成

力の強化を図る目的

で、新たに法学実務基

礎 A（春・1単位）・法

学実務基礎 B（秋・2

単位）をおくこととし

 教務委員会を中心

として左記のような

分析を行い、必要な

取組を継続する予定

である。 

 検討中 

 対応中 

☐ 対応済 

☐ その他 

（   ） 

☐ 
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半数の４人、合格者も１

人にとどまっているた

め、未修者教育を活性化

させ、合格者を増やすた

めの取組を検討の上、必

要な工夫・対策を講じて

検討していただきたい。 

○ 未修者標準修業年

限修了率は、2019年実績

値は基準値の２倍を超

える実績となる一方、そ

の後下がり続け、目標値

を割り込むなど状況が

不安定である。入学者選

抜を含め未修者学生の

質の管理に課題がある

と考えられることから、

早急に、現在の学生の学

力状況を詳細に把握・分

析し、必要な改善策を講

じていただきたい。 

○ 共通到達度確認試

験の未修 1年次生の受験

者の内、合計点で 6割以

上の得点を獲得した受

験者の割合は、他律的要

因もあるものの、基準値

た。 

 

・未修者司法試験合格

率の向上のため、共通

到達度確認試験の受験

要件化や、短答試験の

合格率を向上するため

の取組として、TKCの

基礎力確認テストを用

いた択一式問題に学生

を慣れさせる措置を、

加算プログラム開始後

継続して行ってきた。

2020年度（2021年 1

月）の共通到達度確認

試験においては、未修

1 年の学生は、後述す

るように健闘したとい

える結果を残してい

る。少なくとも、2021

年度入学の 1年生につ

いては十分な学力を備

えた学生が少なくな

く、上記の取組を継続

することで、よりいっ

そうの実力向上が期待

できる。ただ、一方
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及び 2020 年実績値を大

幅に下回っているため、

実績値上昇に向けて、ど

のような取組が有効で

あったのか分析の上で、

必要な工夫・対策を講じ

つつ、着実に実施いただ

きたい。また他律的要因

で学生がキャンパスに

集まれず学習グループ

の形成が困難だったこ

とを理由に挙げている

が、他の法科大学院でも

抱えた共通環境でもあ

ることを踏まえ、きめ細

かい学生支援の在り方

を検討、推進すること。 

で、留学生の中に明ら

かに当初から学習意欲

が極めて乏しい学生が

おり、意欲のある学生

との間に落差を生じて

いる。2022年度の新入

生では留学生の比率は

下がるが、注視してい

く必要がある。 

 

・未修者標準修業年限

修了率 

 2022 年度入試におい

ては選抜基準を厳格化

し、より精選して合格

とする措置をとった。

また、奨学金による入

学の誘導も、上位で入

学辞退者が出ても残り

の合格者に補欠として

割り当てる措置は行わ

なかった。入学手続者

に占める留学生の人数

は、コロナ禍の入国困

難の影響もあり、減少

している。前述の法学

実務基礎の再編等によ
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り、標準修業修了年減

率の向上が期待できる

と考える。 

 

・2021 年 1月の共通到

達度確認試験において

は、上智の未修者 1年

の受験生 7名のうち、

4 名が全国平均点

110.1点を超える得点

を得た。総得点 175点

の 6割である 105点を

超えた者は 7名中 4名

であり、約 57％の数値

となる。特に、最上位

の学生は 155点という

高得点であった。これ

は、全国での最高得点

160 点の次の得点であ

った。これは、共通到

達度確認試験受験のた

めに 2021年度に取っ

てきた対策が功を奏し

た結果であると考え

る。 

文科省 2022

年 1月

文科省加算プログラム 全体における意見所見

【取組区分①－２】 

・既にこの文書の複数

の箇所で触れたよう

法学部の法曹コー

ス運営委員会と調整

☐ 検討中 

 対応中 

☐ 
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～ ○ 2022年度より、法曹

養成連携協定による法

曹コースから法科大学

院への進学者が出るこ

ととなるが、当該制度の

趣旨に沿うよう、着実に

取り組んでいただきた

い。 

○ 司法試験合格率は

2019年：11.5％、2020年：

10.8％、2021年：11.7％

と基準値である 14.75％

を 3 年連続下回ってお

り、必ずしも順調に進捗

しているとは言えない。

実績値上昇に向けて、ど

のような取組が有効で

あったのか分析の上で、

必要な工夫・対策を講じ

つつ、取組を着実に実施

いただきたい。また、法

学部の優秀層の自大学

法科大学院への入学に

期待する流れは理解す

るものの、期待的記述に

とどまっていることか

ら、優秀な学生の能動的

に、法曹養成連携協定

関連の事項の整備は

2022年 1月末の時点で

ほぼ完了しており、順

調に推移している。 

 

・民間の司法試験模試

の結果（2020年 12月

実施・短答試験）で

は、本学出身の受験生

は全国平均に近い（マ

イナス 0.5ポイント程

度）成績を示してお

り、短答試験の通過率

の向上は期待できそう

である。これは、授業

の平常点評価に担当形

式の出題を繰り返す措

置を 2018年度以降取

り組んできたことの結

果が現れ始めていると

考えられる。また、

2022年度入試では、特

に 5年一貫型特別選抜

枠で上智大学の法曹コ

ースから最上位の優秀

層が入学手続をとり、

しつつ、左記のよう

な状況にあることを

教務委員会で分析の

うえ、法科大学院教

授会で情報共有をし

ている。。 

 対応済 

☐ その他 

（   ） 
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な判断のみに頼らない

取組についても検討す

ること。 

さらに、法曹コースに

準じる教育を受けた 4

年生も既修で入学する

予定である。これらの

学生の入学の選択は、

法学部と法科大学院の

連携が機能しているこ

との証左であると言え

る。 

文科省 

 

 

2022

年 1月

～ 

文科省加算プログラム 全体における意見所見

【取組区分③－１】 

○ ワークショップ参

加者数は、参加校数につ

いて、目標値を下回って

おり、前年度からの増加

はあるものの水準が低

く、アンケートを中心と

した説明にとどまって

いるため、目標値達成に

向けて工夫・改善を講じ

ること。 

 2020 年度のワークシ

ョップの開催時期はコ

ロナ禍最初期に当たり

急遽オンラインでの開

催に変更されたため、

参加校・参加人数とも

に伸び悩んだ。これに

対して、2021年度

（2021 年 2月）は、対

面とオンラインの併存

方式（ハイフレック

ス）で行い、参加者

数・参加校数とも順調

に進捗した。指摘は参

加人数が少ないとのこ

とだが、このようなコ

ロナ禍の中であるにも

かかわらず、対面とオ

教務委員会で検討

し、法科大学院教授

会で承認を得て、引

き続き、取組を継続

する予定である。 

☐ 検討中 

 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（   ） 

☐ 
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ンラインのハイブリッ

ドで実施される大学を

超えた実践型イベント

に、これだけの人数が

集まっていることが高

く評価されるべきであ

る。次回は 2022年度 3

月初旬に開催される

が、コロナ第 6波でか

つ非常に感染力がより

高いオミクロン株の猛

威の中、対面でのプロ

グラムを実施すること

意義は少なくない。 

別途［分析項目２－

３－３］に関連した実

施した修了生弁護士の

アンケートでは、国際

仲裁 ADR につき、「代

理人の立場に立って主

張を組み立てるという

法律家にとって必要な

思考のプロセスを体感

することができまし

た。この授業では、短

期間ではありますが、

チームの中でディスカ
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ッションしながら主張

をブラッシュアップし

ていました。現在の仕

事でも、事務所内でデ

ィスカッションをしな

がら事件を進めること

としているため、多く

の事件について主張が

独りよがりなものにな

らず、ある程度客観的

な視点をもち、自らの

主張の弱点を意識して

主張立証ができている

ため、事件の見通しと

結論が乖離することが

最小限にとどめられて

いるように思いま

す。」とのきわめて肯

定的な意見を頂いてい

ることを付記してお

く。 

大学改革支

援・学位授

与機構 

2022

年 2月 

重点基準を満たさないお

それがある事項 

学位授与機構・年次報

告書で以下の指摘を受

けた。５年の調査期間中

に実施される司法試験

について、調査を実施す

る年度の前年度の末ま

 加算プログラムに示

した取組の効果を検証

する。 

教務委員会で分析を

行い、法科大学院教

授会で対応を検討中

であるが、まずは引

き続きこれまでの取

組を地道に継続す

 検討中 

☐ 対応中 

☐ 対応済 

☐ その他 

（   ） 

☐ 
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での５年間に当該法科

大学院を修了した者に

対する、当該法科大学院

の修了を受験資格とし

て司法試験を受験し合

格した者の割合が、全国

平均の割合の２分の１

に満たないため、重点基

準１－１－２を満たさ

ないおそれがある。 

る。 

※指摘事項、意見など、自己点検・評価において、改善・向上等の対応措置が必要と確認された事項すべてについて記載してください。 

※「組織の名称」の欄は、自己点検・評価委員会、教授会、ＦＤ委員会等の組織の名称を記載してください。 

※「年月」の欄は、自己点検・評価において確認された年月を記載してください。 

※「計画の進捗状況」の欄は、該当する状況に☑してください。 

※「前回評価の指摘事項」の欄は、本評価時に「改善すべき点」として指摘された事項に該当する場合、☑してください。 
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基準２－３（重点評価項目）　法科大学院の目的に則した人材養成がなされていること

【分析の手順】

司法試験の合格状況（別紙様式２－３－１）

各年度における司法試験合格状況

法学未修者 法学既修者 計 法学未修者 法学既修者 計 法学未修者 法学既修者 計 数値 数値の説明

令和4(2022)年度 20 25 45 5 1 6 25.00% 4.00% 13.33% 12.40% 過去５年間の平均合格率

令和3(2021)年度 31 29 60 3 4 7 9.67% 13.79% 11.66% 12.05% 過去５年間の平均合格率

令和2(2020)年度 38 36 74 6 2 8 15.78% 5.55% 10.81% 12.04% 過去５年間の平均合格率

令和元(2019)年度 47 49 96 2 9 11 4.25% 18.36% 11.45% 12.89% 過去５年間の平均合格率

平成30(2018)年度 52 70 122 10 8 18 19.23% 11.42% 14.75% 14.53% 過去５年間の平均合格率

上記のうち、法曹養成連携協定の特別選抜枠による進学者に係る状況　※令和４年度は対象外

令和4(2022)年度 ※ ※ ※

令和3(2021)年度 0 0 0.00%

令和2(2020)年度 0 0 0.00%

令和元(2019)年度 0 0 0.00%

平成30(2018)年度 0 0 0.00%

（注）
　
１．自己評価書提出時点では、評価実施年度に実施される司法試験の結果が公表されていないため、機構にて法務省発表資料に基づき評価します。

　　※印が記入されている箇所が該当しますので記入しないようにしてください。

２．「受験者数」、「合格者数」欄には、司法試験が実施された各年度における、下記の状況が分かるよう記入してください。

　　・５年の評価期間中に実施される各年度の司法試験について、当該法科大学院の修了を受験資格として司法試験を受験した者に対する司法試験を合格した者の割合

３．「合格率」欄には、「合格者数」を「受験者数」で割った値（小数点第５位を切り捨て）が自動表示されます。

　　（例：合格者数が13人、受験者数が74人の場合には、13÷74＝0.17567・・・≒0.1756となり、『17.56％』で表示されます。）

４．「基準ごとの分析を行った際に比較した合格率」欄には、分析を行った際に比較した合格率の数値と、数値の説明（全法科大学院の平均合格率、

　　当該法科大学院の過去５年間の平均合格率等）を記入してください。

分析項目２－３－１　修了者（在学中に司法試験を受験した在学生を含む。）の司法試験の合格状況が、全法科大学院の平均合格率等を踏まえて適切な状況にあること

基準ごとの分析を行った際に
比較した合格率

合格者数 合格率

司法試験実施年度

・上記手順において適切な状況にあるとは言えない場合は、直近５年間の未修者・既修者別を含む司法試験の合格率と当該法科大学院が自ら目標として設定している合格率を比較し、適切な状況にあることを確
認する。

・直近５年間の未修者・既修者別を含む司法試験の合格率を算出し、全法科大学院の平均合格率と比較して適切な状況にあることを確認する。

・法曹養成連携協定を締結し、文部科学大臣の認定を受けている場合は、特別選抜により連携法科大学院に進学した認定連携基礎課程からの進学者（法学部３年次終了後に早期卒業により法学既修者として入学
した者や、それ以外の者も含む。）の司法試験の合格率についても算出し、法曹養成連携協定締結時に目標として設定した合格率と比較し、適切な状況にあることを確認する。

法曹養成連携協定締結時に
目標として設定した合格率受験者数 合格者数 合格率司法試験実施年度

受験者数
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修了年度別修了者における司法試験合格状況

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 計

令和３年度 19 3 3

令和２年度 16 2 1 3

令和元年度 17 2 2 1 5

平成30年度 16 3 2 1 0 6

平成29年度 31 3 3 1 1 1 9 26.26%

（注） １．自己評価書提出時点では、評価実施年度に実施される司法試験の結果が公表されていないため、機構にて法務省発表資料に基づき評価します。

　　※印が記入されている箇所が該当しますので記入しないようにしてください。

２．「修了者数」欄には、司法試験を受験しなかった者を含めて、当該年度に修了した者の人数を記入してください。

３．「合格者数」欄には、各修了年度における修了者のうち、司法試験に合格した者の人数を記入してください。

合格率

合格者数

司法試験実施年度修了者数修了年度
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基準２－５　教員の質を確保し、さらに教育活動を支援又は補助する者も含め、その質の維持及び向上を図っていること

【分析の手順】

教員の採用・昇任の状況（過去５年分）（別紙様式２－５－１）

教授 准教授 講師 助教 教授 准教授 講師 助教 教授 准教授 講師 助教 教授 准教授 講師 助教 教授 准教授 講師 助教

研究者 研・専 1 2 1

実務家 実・専 1 1 1 1

実務家・みなし 実・み

兼務研究者

兼務実務家

兼担 1 1 2 1

兼任 2 3 3 3 6

1 3 2 0 3 2 3 0 2 0 3 0 1 0 3 0 1 0 6 0

教授 准教授 講師 助教 教授 准教授 講師 助教 教授 准教授 講師 助教 教授 准教授 講師 助教 教授 准教授 講師 助教

研究者 研・専

実務家 実・専

実務家・みなし 実・み

兼務研究者

兼務実務家

兼担 1

兼任

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（注） １．評価実施年度の５月１日現在で記入してください。

２．「専任教員」欄の「実・み」については実務家みなし専任教員（年間４単位以上の授業を担当し、かつ、法科大学院のカリキュラム編成等の運営に責任を有する者）数、「専・他」については

　　法科大学院の専任ではあるが、他の学部・大学院の専任教員数を記入してください。

分類

合計

令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度 平成３０年度

合計

・教員の担当する授業科目が、各教員の知識、能力、実績等に応じて決定されていることを確認する。

・採用・昇任時の教育上の指導能力に関する評価の実施状況を確認する。

・教員の任用や昇任等に際し、職階ごとに求める教育上、研究上又は実務上の知識、能力又は実績の基準を定めていることを確認する。

分析項目２－５－１　教員の任用及び昇任等に当たって、教育上、研究上又は実務上の知識、能力及び実績に関する判断の方法等を明確に定め、実際にその方法によって任用、昇任させていること

昇任

専任
教員

兼担教員

兼任教員

採用

専任
教員

兼担教員

兼任教員

専・他

専・他

分類



別紙様式２－５－２ 
上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻 

基準２－５ 教員の質を確保し、さらに教育活動を支援又は補助する者も含め、その質の維持及び向上を図っていること 
 

分析項目２－５－２ 法科大学院の専任教員について、教員の教育活動及び教育上の指導能力に関する評価を継続的に実施していること 

 

【分析の手順】 

・教員の教育活動及び教育上の指導能力に関する評価の継続的（定期的）な実施について、規則等で規定していることを確認する。 

 

教員評価の実施状況（直近３回程度）（別紙様式２－５－２） 

評価実施年度 評価対象者数 評価結果の概要 

令和 3年度 7 人 教員活動推進奨励手当支給対象者：0人 

令和 2年度 7 人 教員活動推進奨励手当支給対象者：0人 

令和元年度 9 人 教員活動推進奨励手当支給対象者：0人 

 



別紙様式２－５－３ 
上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻 

基準２－５ 教員の質を確保し、さらに教育活動を支援又は補助する者も含め、その質の維持及び向上を図っていること 
 

分析項目２－５－３ 授業の内容及び方法の改善を図るためのファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）を組織的に実施していること 

 

【分析の手順】  

・ＦＤの実施内容・方法（教育方法等の研究・研修、教員相互の授業参観等）及び実施状況（教員参加状況を含む。）を確認する。ＦＤの実施に当たっては、

教育課程方針に則した授業及び成績評価が実施されるよう、成績評価基準の内容や各授業科目の到達目標についての認識の共通化が図られていることを

確認する。 

 

ＦＤの実施内容・方法及び実施状況一覧（別紙様式２－５－３） 

取組 主催 実施内容・方法 参加者数 

オ ー プ ン 授 業 （ 2018 春 、

2018/5/21～6/1） 
自己点検評価・ＦＤ委員会 

・オープン授業の期間を設定し、授業の相互見学を実施してい

る（全教員が全教員の授業を参観可能）。時間帯等により参観が

偏ることもありうるため、割当表による割当も行っており、参

観した者については、報告書の提出を求めている。 

・民法基礎Ⅰ、刑法基礎、憲法、民法Ⅰ、商法Ⅰ、民事訴訟法

Ⅰ、刑法、刑事法（総合）、ビジネス法基礎、労働法Ⅰ、倒産処

理法、国際法基礎、国際取引法の現代的課題、環境法政策、環境

訴訟、環境刑法について割り当てを行った。 

16 名 

FD ミーティング(2018 春、

2018/6/20) 
自己点検評価・ＦＤ委員会 

・2018 年度に行われたオープン授業に対する報告書、アンケー

トの数値結果について各教員に配布されていること等の確認の

のち、記述式アンケートの全データが教員に回付され、目につ

く事項について取り上げられ、また対象となっている教員から

の聞き取りがなされた。 

38 名 

(うち非常勤 3

名) 
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評価の高い授業、改善を要する授業、授業外も含めた学習効

果を高めるための工夫について、意見交換がなされた。 

また、授業の予習復習、その他全般に関する感想として、学習

態度や学習効率の点から、全般的に各教員の気づきについて聴

取が行われた。 

オ ー プ ン 授 業 (2018 秋 、

2018/10/15～26 日) 
自己点検評価・ＦＤ委員会 

・オープン授業の期間を設定し、授業の相互見学を実施してい

る（全教員が全教員の授業を参観可能）。時間帯等により参観が

偏ることもありうるため、割当表による割当も行っており、参

観した者については、報告書の提出を求めている。 

・民法基礎Ⅲ、商法基礎、行政法、民法Ⅱ、民事訴訟法Ⅱ、刑事

訴訟法（※２名）、法哲学、経済法Ⅱ、環境法基礎、自然保護法 

11 名 

FD ミーティング(2018 秋、

2018/12/12) 
自己点検評価・ＦＤ委員会 

・冒頭法科大学院長より、アンケート全体に対する所感・総合

アンケートのコメントへの意見表明が促され、FD委員長より、

春学期アンケートで対応可能な点として 2019 年度春学期の月

曜日カリキュラムについて改善がなされた旨のコメントがなさ

れた。  

・その後、議題としての司法試験問題の授業における活用方法

について、２名の教員から報告される。国際私法では模範答案

を示して写すタイプの演習が行われていること、刑事法関係の

授業においては論点が絞られていることもあり、非常に重要で

頻度も高い論点について、個別の学生の弱点を踏まえた添削を

伴う授業を行っていることが報告された。それぞれの長所・短

所について質疑があり、授業の種類によってはいわゆる「写経」

トレーニングを行うことも有益であるとの意見も見られた。 

36 名 

(うち非常勤 2名) 
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オ ー プ ン 授 業 (2019 年 春 、

2019/5/24～6/14) 
自己点検評価・ＦＤ委員会 

・オープン授業の期間を設定し、授業の相互見学を実施してい

る（全教員が全教員の授業を参観可能）。時間帯等により参観が

偏ることもありうるため、割当表による割当も行っており、参

観した者については、報告書の提出を求めている。 

・割当科目：憲法基礎、行政法基礎、民法基礎Ⅰ、刑法基礎、商

法Ⅰ、民事訴訟法Ⅰ、刑法、公法（総合）、民事法（総合）、刑事

法（総合）、法曹倫理、訴訟実務基礎（刑事）、会社法と実務、法

と経済学、西洋法制史、労働法Ⅰ、スポーツ・エンタテインメン

ト法、国際家族法、環境法基礎、環境法政策、環境訴訟 

21 名 

FD ミーティング(2019 春、

2019/6/26) 

自己点検評価・ＦＤ委員会 ・FD 委員長より、前学期の成績分布につき各教員に配慮いただ

いたことについて謝辞があり、その後総合アンケート中のコメ

ントへの意見提示が促された。  

・FD 委員長より、特に春学期アンケートにおいて特徴的に感じ

られたコメントとして、レジュメの使い方とアウトプット（答

案練習）についての要望が増えていることが指摘された。 

・ミーティング前半においては、レジュメに最近の改正や判例、

実務上の問題点などを盛り込んでいる事例と、基本的論点や典

型的事案に絞り込んでレジュメに沿った授業をしている事例そ

れぞれについて、担当の教員から実情が報告された。  

・後半においては、学生が書く作業を増やしてほしいと要望し

ていたことをも反映して、制度化されている中間試験について、

各教員からの感触の聞き取りが行われた。論文形式で書きやす

いように、小問で誘導するほか、出題する論点について事前に

ちょうど同じ論点の展開の仕方などを示して置くことで、比較

34 名 

(うち非常勤 1名) 



別紙様式２－５－３ 
上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻 

的「型」に沿った答案が書けるのではないかという示唆があり、

また、1 年生については文書作成の強化によって論述力が上が

っている可能性があるという指摘があった。特に 2 年生につい

ては、書ける学生と書けない学生の二極分化が著しいという指

摘、および中間テストは学生に論述力についての危機感を持っ

てもらうための試みであるから、なるべく早期に学生に実情が

伝わるようなスケジューリングが望ましいという意見が示され

た。  

オープン授業(授業見学、2019 年

秋、2019/10/14～10/25) 

自己点検評価・ＦＤ委員会 ・オープン授業の期間を設定し、授業の相互見学を実施してい

る（全教員が全教員の授業を参観可能）。時間帯等により参観が

偏ることもありうるため、割当表による割当も行っており、参

観した者については、報告書の提出を求めている。 

・割当科目：民法基礎Ⅱ、民法基礎Ⅲ、商法基礎、民事訴訟法

Ⅱ、刑事訴訟法、刑法基本演習、刑事訴訟法基本演習、訴訟実務

基礎（民事）、公共法務演習、比較法、法哲学、社会法基礎、民

事執行・保全法、自然保護法 

14 名 

ＦＤミーティング(2019 秋、

2019/12/11) 

自己点検評価・ＦＤ委員会 ・今回のミーティングでは、総合アンケートから学生の要望を

ピックアップし、全体としてどのようにレジュメや講義、復習、

ペースメーキングとしての試験が組み合わさっていくべきかに

ついての資料を作成したうえで、主として「望ましいレジュメ

の作り方について」を議題に設定した。  

・学生の要望からは、予習に使いやすいレジュメ、情報の集約

の助けになるレジュメという意見が上がっていたが、授業形式

や学生の学修の深度によってレジュメの方式には様々なものが

33 名 

(うち非常勤 0名) 



別紙様式２－５－３ 
上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻 

あるところから、各教員にどのタイプのレジュメを作っている

かの聞き取りを行った。資料を集めたタイプのもの、事例問題

を冒頭に置き、ここから論点を演繹・展開して整理させるタイ

プのもの、パワーポイントタイプのもの、穴埋めをさせるもの

の 4 つに分けたが、いずれのレジュメを作っている教員も同数

程度存在した。  

・教員からは、論点を理解させるためには、事例問題を題材と

して、これを解くために必要な基礎知識や論点を導き出すため

の小問を並べて置き、順に解かせていくタイプの教材が良いの

ではないか（ただし、それを解くための知識が入っていること

は前提として授業する）という意見が複数でた。また、そうし

たレジュメを配る場合には、事後的にそうした問題を解くため

のフォローアップとなるレジュメをセットで配ることがよいと

された。  

・もっとも、前提となる知識があやふやな学生が多いことも認

識されており、授業タイプによって望ましいレジュメのタイプ

も異なりうるとされた。  

・討議後、法科大学院長から、5年一貫となることを見据えたカ

リキュラム編成について、3 年次後期の科目を 2 年次に移すこ

と、2年次必修科目について見直しをすることなど、いくつかの

方向性を視野に入れて検討をいただきたいことが伝達された。  

オープン授業(授業見学、2020 年

春、2020/5/27～6/9) 

自己点検評価・ＦＤ委員会 ・オープン授業の期間を設定し、授業の相互見学を実施してい

る（全教員が全教員の授業を参観可能）。時間帯等により参観が

偏ることもありうるため、割当表による割当も行っており、参

23 名 



別紙様式２－５－３ 
上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻 

観した者については、報告書の提出を求めている。 

・割当科目：憲法基礎、行政法基礎、民法基礎Ⅰ、刑法基礎、憲

法、民法Ⅰ、商法Ⅰ、民事訴訟法Ⅰ、刑法、公法（総合）、民事

法（総合）、刑事法（総合）、民事訴訟理論と実務、法曹倫理、訴

訟実務基礎（刑事）、法律文書作成の基礎、ビジネス法基礎、模

擬裁判（民事）、西洋法制史、スポーツ・エンタテイメント法、

国際取引法の現代的課題、環境法基礎、環境法政策 

ＦＤミーティング(2020 春、

2020/7/1) 

自己点検評価・ＦＤ委員会 ・まず、「授業アンケート・オープン授業結果」というテーマで、

授業アンケートの結果を踏まえて、主にオンライン授業に関す

る学生の意見・要望等の概要につき、FD 委員会から報告があっ

た。その後、オンデマンド授業を望む学生が多いがどう考える

べきかを中心に議論がされ、「オンデマンド向きの科目、リアル

タイム向きの科目があるのではないか（知識詰込みか思考能力

要請か）」、「学生の望む授業形態と、学習効果の上がる授業形態

とは必ずしも同じではないのではないか」等の意見があった。  

・後半では、院長より、教務委員会での議論を踏まえて、「法曹

コース導入に対応した新カリキュラムの編成」について報告が

された。その後、特進生に「法学実務演習」の参加を強制するか

否か、司法試験の在学時受験を自由に委ねるか否か等、教務委

員会内部で詰め切れていないいくつかの論点について、討議が

された。 

34 名 

(うち非常勤 0名) 

オープン授業(授業見学、2020 年

秋、2020/10/26～2020/11/11) 

自己点検評価・ＦＤ委員会 ・オープン授業の期間を設定し、授業の相互見学を実施してい

る（全教員が全教員の授業を参観可能）。時間帯等により参観が

偏ることもありうるため、割当表による割当も行っており、参

10 名 



別紙様式２－５－３ 
上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻 

観した者については、報告書の提出を求めている。 

・割当科目：訴訟実務基礎（民事）、模擬裁判（刑事）、英米法、

法哲学、法と経済学、金融法、国際私法基礎、企業環境法、まち

づくり法と実務、特殊講義 

ＦＤミーティング(2020 秋、

2020/12/16) 

自己点検評価・ＦＤ委員会 ・教員から見たオンライン授業というテーマとした。１ 教育

効果の面から見たオンライン授業、２ （教育効果以外の面で

の）オンライン授業のメリット・デメリット、３ 次年度以降

対面授業となった場合にオンラインをどのように生かせるか、

という観点から、それぞれについて、３名の教員から報告がさ

れ、それを基に質疑応答がされた。 

１について、［（学生からはオンデマンド授業を求める声が多

いが）オンデマンド授業だと、成績上位の学生も含めて基本的

な概念な定義等の理解が定着していないが、これは、どこが分

かっていないか学生が自分では気づかないからではいか。オン

ラインの場合もリアルタイムなら、対面授業と同等の効果があ

るので、リアルタイムのほうがよりのではないか］という旨の

発言がなされた。 

２について、さまざまな観点からオンライン授業のメリット・

デメリットが指摘された。オンライン授業に関わる大学当局へ

の要望（ないし苦言）についても、言及された。 

３について、オンライン授業の難しさ（対面と異なり一つの

場を共有していないこと、反応やフィードバックに時差がある

こと等）が指摘され、テクニカルな面（ホワイトボードの使用

等）と内容的な面（反転授業の可能性等）から、工夫の例が示さ

31 名 

(うち非常勤 0名) 



別紙様式２－５－３ 
上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻 

れた。 

オープン授業(授業見学、2021 年

春、2021/5/31～6/21) 
自己点検評価・ＦＤ委員会 

・オープン授業の期間を設定し、授業の相互見学を実施してい

る（全教員が全教員の授業を参観可能）。時間帯等により参観が

偏ることもありうるため、割当表による割当も行っており、参

観した者については、報告書の提出を求めている。 

・割当科目：比較法、社会法基礎、経済法Ⅱ、国際法基礎、自然

保護法 

5 名 

ＦＤミーティング(2021 春、

2021/7/14) 
自己点検評価・ＦＤ委員会 

・教員集会、アンケート結果の報告・分析、成績評価上の注意、

成績分布の確認等がなされた。 

・まず、「授業アンケート・オープン授業結果」というテーマで、

FD 委員会において授業アンケートの結果を確認し、オンライン

授業に関する学生の意見・要望等を含め、授業の進め方につき

意見交換をした。「留学生の学習状況がよくないので対応が必要

ではないか」など意見が出された。 

・後半では教務委員長から、教務委員会での議論を踏まえて、

「法曹コース導入に対応した新カリキュラムの編成」について

現在の具体的検討状況につき報告がされた。院長、学部の法曹

コース運営委員長からも補足の説明があり、認証評価との関係

などにつき質疑応答された。 

36 名 

(うち非常勤 5名) 

 

オ ー プ ン 授 業 (2021 年 秋 、

2021/10/2～11/13) 
自己点検評価・ＦＤ委員会 

・オープン授業の期間を設定し、授業の相互見学を実施してい

る（全教員が全教員の授業を参観可能）。時間帯等により参観が

偏ることもありうるため、割当表による割当も行っており、参

観した者については、報告書の提出を求めている。 

・割当科目：民法基礎Ⅱ、民事訴訟法基礎、行政法、民法Ⅱ、商

14 名 



別紙様式２－５－３ 
上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻 

法Ⅱ、刑法基本演習、刑事訴訟法基本演習、公共法務演習、模擬

裁判（刑事）、英米法、民事執行・保全法、国際家族法、企業環

境法、廃棄物・リサイクル法 

ＦＤミーティング(2021/12/15) 自己点検評価・ＦＤ委員会 

・授業アンケートについて、FD 委員会において授業アンケート

の結果を確認し、オンライン授業に関する学生の意見・要望等

を含め、授業の進め方につき意見交換をした。 

・意見交換では、１年生に否定的意見が多いことの指摘、(春学

期の)不合格者の多さとアンケート評価の関係の指摘、１年生段

階での学生間の意欲の格差の指摘（掲載資料のダウンロードす

らしていない履修者あり）があった。 

・事例問題等の要望がアンケートや履修者からの要望でみられ

る点について、１つの授業で理解度の違う学生が混在している

ため、調整が困難なことの指摘があった。 

・在学中受験の予定者とそうでない者、法曹コース出身者とそ

うでない者など、バックグラウンドや履修計画の違う者が混在

する可能性があるため、その区別を意識した授業運営を要する

こと、法曹コース出身者への手当が重要であり、事例問題等の

検討も重要性を増すこと、等の指摘があった。 

・また、2020 秋、2021 春の成績評価資料を共有、成績評価の基

準等の確認と認証評価との関係での厳格・適正な評価について

の注意喚起があった。 

34 名 

(うち非常勤 4名) 

オ ー プ ン 授 業 (2022 年 春 、

2022/5/30/～6/20) 
自己点検評価・ＦＤ委員会 

・オープン授業の期間を設定し、授業の相互見学を実施してい

る（全教員が全教員の授業を参観可能）。時間帯等により参観が

偏ることもありうるため、割当表による割当も行っており、参

16 人 



別紙様式２－５－３ 
上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻 

観した者については、報告書の提出を求めている。 

・割付科目：行政法基礎、民法基礎Ⅰ、民法基礎Ⅳ、刑法基礎、

民事訴訟法 A、刑事訴訟法 A、公法（総合）、民事法（総合）、刑

事法（総合）、法曹倫理、訴訟実務基礎（刑事）、会社法と実務、

法律文書作成の基礎、西洋法制史、倒産処理法、環境法政策、環

境訴訟 

ＦＤミーティング(2022/7/13) 自己点検評価・ＦＤ委員会 

・授業アンケートについて、FD 委員会において授業アンケート

の結果を確認し、オンライン授業に関する学生の意見・要望等

を伝え、授業の進め方等につき意見交換をした。  

・過去数年の司法試験合格率の低迷は授業に原因があるのでは

ないかという指摘があった。  

・具体案として、過去問やオリジナル問題等でのケース分析等

の必要性が指摘され、数科目について取り組み状況について情

報共有がなされた。  

・また非法曹コース生は法曹コース生を想定した授業について

いきづらいこと、また留学生について、日本語を母語とする学

生に比べハンディがあることの指摘があった。他方で、主体的

な努力が重要であるとの指摘もなされた。  

・前後者を通じて、授業の音声記録などがあれば提供していた

だくことが考えられるとの指摘、さらに後者について、外国語

での日本の法学書の翻訳等の紹介も積極的に行うべきとの指摘

があった。  

・また 2021 春、2021 秋の成績評価資料を共有、成績評価の基準

等の確認と認証評価との関係での厳格・適正な評価についての

30 名 

(うち非常勤 0名) 



別紙様式２－５－３ 
上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻 

注意喚起がなされた。 

 



別紙様式３－７－２ 
上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻 

基準３－７ 専任教員の授業負担等が適切であること 
 

分析項目３－７－２ 法科大学院の専任教員には、その教育上、研究上及び管理運営上の業績に応じて、数年ごとに相当の研究専念期間が与えられるよう

努めていること 

 

【分析の手順】 

・研究専念期間について定めた規則があるか確認する。また、過去５年間に研究専念期間を取得した教員の人数や期間等の実績を確認する。 

 

過去５年間における教員の研究専念期間取得状況（別紙様式３－７－２） 

年度 
研究専念期間を 

取得した教員数 
実施状況（期間を含む） 規則等 

令和３年度 ４ 

・2020 年度秋学期および 2021 年度春学期１名、 

・2021 年度春学期１名 

・2021 年度通年１名 

・2021 年度秋学期および 2022 年度春学期１名 

上智大学教員特別研修制度に関する規程 

令和２年度 １ ・2020 年度秋学期および 2021 年度春学期１名 上智大学教員特別研修制度に関する規程 

令和元年度 ０   

平成30年度 １ ・2018 年度通年 上智大学教員特別研修制度に関する規程 

平成29年度 ０   

 



別紙様式４－２－１ 
上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻 

基準４－２ 学生の受入が適切に実施されていること 
 

分析項目４－２－１ 学生受入方針に沿って、受入方法を採用しており、公正かつ適正に実施していること 

 

【分析の手順】  

・入学者選抜実施体制の整備状況（組織の役割、構成、意思決定プロセス、責任の所在等）を確認する。その際、法科大学院を設置する大学の学部卒業（予

定）者等が有利とならない措置がなされていることを確認する。 

・入学者選抜の方法が学生受入方針に適合していることを確認する。 

・「法科大学院法学未修者等選抜ガイドライン」に則して実施していることを確認する。 

・法学未修者に対して、法律学の知識及び能力の到達度を図ることができる試験（法学検定試験等）の結果を加点事由としていないことを確認する。 

・入学者選抜の実施方法や実施時期に関して、早期卒業して入学しようとする者及び飛び入学しようとする者に対して適切な配慮がなされていることを確

認する。 

・社会人や法学以外を専門とする者など多様な人材が入学者選抜を受験できるように配慮されていることを確認する。 

・身体に障害のある者に対して特別措置等を行っていることを確認する。 

 

入学者選抜の方法一覧（別紙様式４－２－１） 

入学者選抜の種類 選抜方法 入学者選抜要項等の記載ページ 

一般選抜入試 法学未修者：小論文試験、面接試験 

法学既修者：論文式試験（憲法・民法・刑法・商

法・民事訴訟法・刑事訴訟法）、面接試験 

2022 年度上智大学法科大学院入試要項 12～13 ペ

ージ 

学部３年次生特別選抜入試 論文式試験（憲法・民法・刑法）、面接試験 

（既修者認定試験：商法・民事訴訟法・刑事訴訟

法） 

2022 年度上智大学法科大学院入試要項 12～13 ペ

ージ、20ページ 

法曹コース（開放型）特別選抜入試 論文式試験（憲法・民法・刑法）、面接試験 2022 年度上智大学法科大学院入試要項 12～13 ペ



別紙様式４－２－１ 
上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻 

（既修者認定試験：商法・民事訴訟法・刑事訴訟

法） 

ージ、20ページ 

法曹コース５年一貫型特別選抜入試 面接試験 2022 年度上智大学法科大学院法曹コース 5 年一

貫型特別選抜入試要項 6ページ 

 

 



別紙様式４－３－１ 上智大学法科大学院法学研究科法曹養成専攻

基準４－３　在籍者数及び実入学者数が収容定員及び入学定員に対して適正な数となっていること

【分析の手順】

【分析の手順】

学生数の状況（別紙様式４－３－１） 

入学者選抜の状況 実務の経験を有する者の定義

法学未修者、法
学既修者別

全体 法学未修者、法
学既修者別

合計【 d 】 実務の経験を
有しない者

実務の経験を
有する者

実務の経験を
有しない者

実務の経験を
有する者

実務の経験を
有しない者

実務の経験を
有する者

実務の経験を
有しない者

実務の経験を
有する者

協定先の法曹
コース出身者

協定外の法曹
コース出身者

（人） （人） （人） （人） 〔 b／c 〕 （人） （人） 〔 d／a 〕（％） （人） 　（人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人）

法学未修者 100 90 28 3.21 13 4 0 0 0 3 0 3 3 0 0

法学既修者 61 48 13 3.69 12 9 0 0 0 1 1 0 1 8 0

法学未修者 58 51 27 1.88 13 1 0 1 0 3 4 3 1 0 0

法学既修者 46 34 9 3.77 4 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 他学部出身者の定義

法学未修者 88 79 33 2.39 16 2 1 1 0 5 2 4 1 0 0

法学既修者 62 49 18 2.72 11 1 0 0 1 4 3 0 2 0 0

法学未修者 86 77 39 1.97 29 5 0 1 0 11 4 5 3 0 0

法学既修者 59 46 18 2.55 9 2 0 0 1 4 0 0 2 0 0

法学未修者 81 74 39 1.89 12 1 1 0 0 6 1 2 1 0 0

法学既修者 46 41 19 2.15 12 3 0 1 0 4 2 2 0 0 0

在籍者数等の状況

内数（人） 内数（人）

（人） （人）
長期履修生数

【 g1 】
原級留置者数

【 ｈ1 】
休学者数

【 i1 】
（人）

長期履修生数
【 g2 】

原級留置者数
【 ｈ2 】

休学者数
【 i2 】

（人）
長期履修生数

【 g3 】
原級留置者数

【 ｈ3 】
休学者数

【 i3 】
（人）

長期履修生数
〔g1＋g2＋g3〕

原級留置者数
〔ｈ1＋ｈ2＋ｈ3〕

休学者数
〔i1＋i2＋i3〕

〔j/e〕（％） （人） 長期履修生数 （人） 長期履修生数

法学未修者 22 0 9 0 14 0 11 1 8 0 5 1 0 0 0 0

法学既修者 13 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0

法学未修者 21 0 8 2 14 0 6 0 13 0 2 0 6 0 9 0

法学既修者 4 0 0 0 11 0 2 0 0 0 10 0

法学未修者 30 0 14 3 16 0 2 0 7 0 1 0 13 0 6 0

法学既修者 15 0 4 0 11 0 5 0 4 0 10 0

法学未修者 38 0 9 3 8 0 2 0 9 0 1 0 8 0 9 0

法学既修者 12 0 3 1 11 0 4 0 1 0 8 0

法学未修者 18 0 6 4 10 0 1 0 12 0 3 0 4 0 12 0

法学既修者 15 0 3 0 6 0 4 0 3 0 4 0

（注） １．学生数の状況については、評価実施年度の５月１日現在で記入してください。

２．入学者選抜の状況の「入学者数内訳」の「自大学の法学関係の学部出身者」とは、当該法科大学院を設置している大学の主として法学を履修する学科若しくは課程等に在学、又はこれらを卒業した者をいいます。

３．入学者選抜の状況の「入学者数内訳」欄において、「Ⅰ自大学の法学関係の学部出身者」～「Ⅳ他大学の法学関係以外の学部出身者」欄に記載される人数は、法曹コース出身者の人数も含めた人数を記載してください。

４．入学者選抜の状況の「競争倍率」、「入学定員充足率」は、小数点第３位以下を切り捨てた値が自動表示されます。

　　（例：「競争倍率」欄について、受験者数が180人、合格者数が87人の場合には、180÷87＝2.068・・・≒『2.06』で表示されます。）

５．「実務の経験を有する者の定義」及び「他学部出身者の定義」については、当該法科大学院が定めるそれぞれの定義を記入してください。

修了者数

120

51%

種　別

収容定員
【 e 】

１年次 ２年次 ３年次

18 2 53%

在籍者数
合計【 j 】

〔f1＋f2＋f3〕

収容定員に対する
在籍者数の割合

内数（人） 内数（人）

66%326

内数（人）

140

退学者数

内数（人）年度

平成30年度 61 17 4 44%

令和元年度 78 19 4 65%120

令和３年度 63120

令和２年度 79

令和４年度 120 61 27 2

在籍者数
【 f1 】

在籍者数
【 f2 】

在籍者数
【 f3 】

法学部以外の学部を卒業していること、あるいは法学部で
あっても「主たる履修科目が法律科目でなかった」場合。
※法学部以外の名称であっても、「主たる履修科目が法律科
目であった」場合は、法学部卒とする。

令和元年度 40 2.15 38 95%

平成30年度 40 1.98 24 60%

令和２年度 40 2.50 27 67%

志願者数

令和３年度 40 2.36 17 42%

令和４年度 40 3.36 25 62%

・上記の割合が継続的に100％を上回っている場合は、適正化を図る取組がなされていることを確認する。

・過去５年間の入学者数が10人を下回っていないことを確認する。

・過去５年間の競争倍率が２倍を下回っていないことを確認する。

・上記の割合、人数又は倍率が下回っている場合は、入学者受入方針に従って適切な選抜が実施されていることを確認し、適正化を図る取組がなされていることを確認する。

・過去５年間の入学定員に対する実入学者数の割合が50％を下回っていないことを確認する。

・過去５年間の収容定員（入学定員の３倍の数をいう。）に対する在籍者数（原級留置者及び休学者を含む）の割合を確認する。

分析項目４－３－１　在籍者数が収容定員を大幅に上回っていないこと

受験者数
【 b 】

合格者数
【 c 】

競争倍率 入学者数

入学定員充足率

分析項目４－３－２　収容定員に対する在籍者数の割合、入学定員に対する実入学者数の割合、入学者数の規模及び競争倍率が、適正な割合、規模又は倍率となっていること

入学者数内訳

出願時において過去2年以上にわたり定職に就いた経験がある
者（継続して一つの職業である必要はない）。

Ⅰ自大学の法学関係の
学部出身者

Ⅱ自大学の法学関係以外の
学部出身者

Ⅲ他大学の法学関係の
学部出身者

Ⅳ他大学の法学関係以外の
学部出身者

Ⅴ法曹コース出身者

年度 種別

入学定員
【 a 】
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